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２．関係６市町村への個別ヒアリングの実施 

（１）関係市町村ヒアリング 

関係市町村の跡地利用の検討状況と課題、また跡地利用における「広域構想」の反映

状況について、関係市町村へヒアリング調査を実施した。 

 

１）開催概要 

市町村 日時 出席者 

那覇市 
令和４年 11 月 21 日（月） 

13：15～14：00 

・那覇市 総務部 平和交流・男女参画課 

那覇軍港総合対策室 

・沖縄県企画部県土・跡地利用対策課 

・調査業務共同企業体 

宜野湾市 
令和４年 11 月 25 日（金） 

13：15～15：30 

・宜野湾市 基地政策部 まち未来課 

・宜野湾市 基地政策部 基地跡地推進課 

・沖縄県企画部県土・跡地利用対策課 

・調査業務共同企業体 

沖縄市 
令和４年 11 月 30 日（水） 

10：00～11：00 

・沖縄市 建設部 都市整備室 

・沖縄県企画部県土・跡地利用対策課 

・調査業務共同企業体 

浦添市 
令和４年 11 月 21 日（月） 

15：30～16：30 

・浦添市 企画部 西部開発局 跡地未来課 

・沖縄県企画部県土・跡地利用対策課 

・調査業務共同企業体 

北谷町 
令和４年 11 月 29 日（火） 

14：00～15：00 

・北谷町 総務部 企画財政課 

・沖縄県企画部県土・跡地利用対策課 

・調査業務共同企業体 

北中城村 
令和４年 11 月 24 日（木） 

10：00～11：00 

・北中城村 企画振興課 

・沖縄県企画部県土・跡地利用対策課 

・調査業務共同企業体 

実施内容 

１．駐留軍用地の跡地利用に向けた検討状況 
・例年更新している、資料「各駐留軍用地の跡地利用に向けた検討状況
の整理」について、公表されている資料等から、今年度新たに更新し
た箇所について確認 

２．広域構想に関する跡地利用の現況確認等 
・跡地利用計画への広域構想の反映状況等について確認 
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２）ヒアリング結果 

２）－１ 那覇市 

① 那覇港湾施設 

■跡地利用の検討状況及び跡地利用における課題 

跡地利用の検討状況 

・平成29年３月跡地利用計画策定手順書（原案）策定 

≪Ｒ４年度取り組み≫ 

・地権者との合意形成活動（次世代の会定例会）を開催（７回を予定）、地権者向け情報誌

を発行（１回）。 

※市と地主会との「跡地利用に関する勉強会」は昨年に引き続き中止、再開時期について

は未定。今後、地主会の意向を確認しながら再開に向け調整していく予定。 

 

■広域構想策定の視点と全体コンセプト 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 
・跡地利用におけるまちづくりの方向性について、「広域構想」に示される駐留軍用

地跡地に期待されるまちづくりの方向性で参考とした点、反映した内容について。 

 ・現時点では、特にない。 

 
・「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」に示される新たな視点について、取り組んで

いる内容や今後予定している事項について。 

 ・現時点では、特にない。 

 

■広域構想の基本方針 

広域交通インフラの整備基本方針 

 

・那覇空港と他の拠点を結ぶ利便性の高い公共交通システムの導入に向け、沖縄県が

策定した「沖縄鉄軌道の構想段階における計画書」によるルート案を受け、導入機

能や活用する公共交通システム等についての検討について。 

 ・現時点では、検討していない。 

広域的公園・緑地の整備基本方針 

 
・広域構想において「地区面積の20％以上の公園・緑地を配置する」と記載されてい

るが、将来的に達成可能か。 

 ・現時点では、検討していない。 

 ・上記の達成に向けた方策や、達成が困難な場合の理由等について。 

 ・現時点では、検討していない。 

跡地振興拠点の形成方針 

 
・「広域構想」で想定される産業振興について、誘致を検討している産業等はある

か。 

 ・現時点では、検討していない。 
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・「広域構想」で想定される機能展開について、導入を検討している機能等はある

か。 

 ・現時点では、検討していない。 

土地利用の基本方針 

 
・土地利用における各区分（公園・緑地、住宅地、商業・業務地、その他公共用地）

の規模や優先順位、考え方等について。 

 ・現時点では、検討していない。 

 
・「広域構想」で示される「跡地振興拠点地区」の整備方針について、跡地利用にお

いて参考にした点、反映した内容等はあるか。 

 ・現時点では、検討していない。 

 

■その他 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 
・跡地利用に関連する事項について、県土・跡地利用対策課以外の他部署・他部局と

調整した事項等はあるか。 

 

・Ｒ４.９.30 沖縄県企業立地推進課調整 

※国際物流拠点集積地域（那覇地区）において、一部施設の整備等が今後検討され

ており、那覇軍港地域の跡地利用の計画とも関連するので今後、情報交換をして

いきたいとの意向があり、調整となる。 
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２）－２ 宜野湾市 

① 西普天間住宅地区 

■広域構想策定の視点と全体コンセプト 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 
・住宅中心のまちづくりから沖縄健康医療拠点を導入するまちづくりに見直した背景

について。 

 

平成 16 年に住宅中心の計画で跡地利用計画を策定していたが返還は実現しなか

った。その後、平成 24 年の統合計画での発表後、琉大病院の移設表明と沖縄健康

医療拠点への位置づけを受けて地権者へアンケートを取った結果、多くの同意をい

ただいたので見直しに至った。 

 
・まちづくりを見直した背景において、「広域構想」に示される駐留軍用地跡地に期

待されるまちづくりの方向性で参考とした点、反映した内容について。 

 

緑の保全などは地区の特徴になっていると認識しているが、見直しの背景にどの

程度貢献したかは不明である。「広域構想」で示される内容を総合的に勘案しなが

ら進めてきたと認識している。 

 
・「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」に示される新たな視点について、取り組んで

いる内容や今後予定している事項について。 

 
示されている内容を総合的に考慮しつつ、道路の高質化や歩きたくなる空間づく

り、緑の再生と景観づくりなどの緑の保全と利活用に取り組んでいる。 

 

■広域構想の基本方針 

広域交通インフラの整備基本方針 

 ・沖縄健康医療拠点の形成による公共交通への影響について。 

 

医療拠点による交通需要、移動需要は大きいと認識している。現在、地域公共交

通の策定に取り組んでおり、事業者と調整している状況である。インダストリア

ル・コリドー地区で交通結節点として検討されている伊佐交差点付近についても、

跡地利用と連携して取り組んでいく。 

 
・異なる返還時期であるインダストリアル・コリドー地区の跡地利用と連携した交通

ネットワーク構築について。 

 都市計画道路の接続に関して跡地利用と連携して取り組んでいる。 

広域的公園・緑地の整備基本方針 

 
・公園・緑地確保について、地区面積の約22.7％を達成しているが、面積の確保にど

のように取り組んだか。 

 
緑地の確保と事業費の増大、地権者負担の観点から権利者に理解いただいた。買

取方法は当初から地区全体を対象に購入し、換地で整理している。 

 
・急傾斜地を現況保存とした理由及び整備開発を行った箇所があればその理由につい

て。 

 

現況保存とした急傾斜地は、宅地としての整備が難しく、また埋蔵文化財や湧水

が多くあったことから、公共用地として確保した。急傾斜地で開発した箇所は無い

と思われる。 
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 ・今後返還予定の跡地における公園・緑地確保に必要な視点や考え方について。 

 

緑地など数値を設定してしまうと地区の特性を盛り込む要素が無い印象である。

より跡地利用計画を進めやすい余白のある設定にしてほしい。 

また、跡地利用計画計画策定前に文化財調査を丁寧に行うことで保全できた文化

財もあったのではないかと感じている。早期の現地調査実施と、支障除去措置との

調整が必要である。西普天間住宅地区では沖縄防衛局と綿密に調整を行った。 

跡地振興拠点の形成方針 

 
・沖縄健康医療拠点形成により期待する地区周辺での施設立地誘導等の効果、他地区

との連携等について。 

 

医療拠点との連携として地域資源の活用や、関連する商業を誘導できないか検討

中である。保留地販売を公募予定であり、進出希望の企業に医療拠点との連携を提

案してもらうことも考えられる。県道の向かい側の地域へ訪問する仕組みづくりを

検討中である。 

 
・沖縄健康医療拠点の形成に向けた用地確保の取組みについて。また、沖縄健康医療

拠点の用地をどのように確保したか。 

 

国、県、市、大学で連携して用地を取得した。具体的には、（沖縄健康医療拠点

として）特定事業に位置づけし、市が先行取得を行った。その際、地権者への個別

訪問も実施した。不足する分は保留地と国所有地を琉大が購入して確保した。 

 
・今後返還予定の跡地における、振興拠点の形成、用地確保に必要な視点や考え方に

ついて。 

 

合意形成が重要である。また、地権者への優遇措置が必要である。特に、税の控

除と給付金の制度は、合意形成や振興拠点の用地確保に大きな効果があったと感じ

た。 

土地利用の基本方針 

 
・跡地利用コンセプトの「沖縄健康医療拠点を核とした都市機能と水・みどり・文化

の調和した住環境がつながるまち」実現に向けた取組みについて。 

 
内閣府主催の協議会で随時調整している。地区特性である緑等の活用と市民の健

康向上に向けてハード、ソフトの両面から検討中である。 

 

■その他 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 
・跡地利用に関連する事項について、県土・跡地利用対策課以外の他部署・他部局と

調整した事項等について。 

 
県企画部以外では国（内閣府）と主にやり取りしていた。支障除去では防衛局な

ど、電線地中化は建設部など、事業に関連する各方面と調整を行っている。 
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② キャンプ瑞慶覧（インダストリアル･コリドー等） 

■跡地利用の検討状況及び跡地利用における課題 

跡地利用の検討状況 

平成 28 年から検討に着手し、平成 29 年度に作成した行動計画に従って検討を進め

てきた。今年度と次年度にかけて基本計画を作成予定である。 

跡地利用における課題 

返還時期が不透明な中で地権者のモチベーションが低いと感じる。事前調査ができ

ておらず計画への落とし込みが懸念される。 

地主会に代わる組織づくりについて、組織の構築には至っていない。これからの取

組みとなっている。 

 

■広域構想策定の視点と全体コンセプト 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 ・跡地利用におけるまちづくりの方向性について、「広域構想」に示される駐留軍用

地跡地に期待されるまちづくりの方向性で参考とした点、反映した内容について。 

 社会のトレンドを踏まえつつ検討を進めている。コンパクトシティなどが合致す

る。 

跡地利用における課題 

 ・「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」に示される新たな視点について、取り組んで

いる内容や今後予定している事項について。 

 本地区では鉄軌道が重要な要素と認識している。公共交通は、今後より具体的に

検討していきたい。 

 

■広域構想の基本方針 

広域交通インフラの整備基本方針 

 
・当地区における国道58号へのアクセス道路の見直しを踏まえ、当地区の道路ネット

ワークについて更新した事項について。 

 
広域交通ではコリドー地区内の道路配置にどのように落とし込んでいくかを検討

する必要がある。 

 
・沖縄県が策定した「沖縄鉄軌道の構想段階における計画書」によるルート案を受

け、導入機能や活用する公共交通システム等について。 

 
交通結節点の構築に鉄軌道が重要な要素と認識している。パーソナルモビリティ

やフィーダーのあり方を今後検討していきたい。 

広域的公園・緑地の整備基本方針 

 
・広域構想において「地区面積の20％以上の公園・緑地を配置する」と記載されてい

るが、将来的に達成可能か。 

 

現地調査が出来ないので、どこまで公園・緑地を取得すべきか検討中である。隣

接する西普天間地区にまとまった緑地がある中で、本地区にも緑地を設けるのは説

明が難しいと感じている。 



 第Ⅱ章 ｜ 返還及び今後返還が予定されている嘉手納飛行場より南の駐留軍用地の跡地利用に向けた取組み状況の整理 
 

Ⅱ-79 

 ・緑のネットワークに向けた取組みについて。 

 
市の緑の基本計画を踏まえつつ連携していく。北谷町とは機能導入と道路の調整

が中心であり、緑について調整等は行っていない。 

跡地振興拠点の形成方針 

 
・「広域構想」で想定される産業振興について、誘致を検討している産業等はある

か。 

 
誘致を検討する段階ではない。機能の検討が先行している。先端情報通信や西普

天間と連携した医療生命産業などが考えられる。 

 
・「広域構想」で想定される機能展開について、導入を検討している機能等はある

か。 

 宜野湾市に既存のＩＴインキュベーションの機能は意識したい。 

土地利用の基本方針 

 
・土地利用における各区分（公園・緑地、住宅地、商業・業務地、その他公共用地）

の規模や優先順位、考え方等について。 

 

基本構想では経済発展を掲げているものの、土地利用の優先順位は今後検討して

いく。地権者意向や民間ニーズを踏まえて検討したい。また、市としてどんな企業

を誘致したいかについても今後検討予定である。 

 
・「広域構想」で示される「跡地振興拠点地区」の整備方針について、跡地利用にお

いて参考にした点、反映した内容等はあるか。 

 「広域構想」で位置づけられている分散配置については特に参考としていない。 

 

■その他 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 
・跡地利用に関連する事項について、県土・跡地利用対策課以外の他部署・他部局と

調整した事項等について。 

 

鉄塔地中化に向けて関係するところに声かけしている。鉄塔地中化は、宜野湾市

だけで進められるものではないため、国、県、宜野湾市、北谷町と沖縄電力が協力

して取り組んでいく必要がある。 
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③ 普天間飛行場 

■跡地利用の検討状況及び跡地利用における課題 

跡地利用の検討状況 

地権者・市民意向醸成として、地権者意見交換会や市民向けの出前講座等を実施。 

土地取得促進の取組みとして７月～10 月で個別訪問（喜友名、伊佐、野嵩）を実

施。また、新たな特定事業の見通しを３件（学校（面積変更）、学校（幼稚園）、児

童厚生施設）を告示し、市役所庁舎についても庁内検討中。 

跡地利用における課題 

返還時期が不確定であり、先行取得や土地利用計画策定に向けて見通しが示せない

状況にある。 

日米地位協定の環境補足協定により、立入調査ができていない。跡地利用計画の策

定では、立入調査の結果を反映することが重要なため、返還前からの調査実施を可能

にし、また、調整方法の制限の解除が必要。 

 

■広域構想策定の視点と全体コンセプト 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 
・跡地利用におけるまちづくりの方向性について、「広域構想」に示される駐留軍用

地跡地に期待されるまちづくりの方向性で参考とした点、反映した内容について。 

 
令和４年７月に策定した「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」において、上

記のまちづくりの方向性も含め検討することとしている。 

 
・「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」に示される新たな視点について、取り組んで

いる内容や今後予定している事項について。 

 

普天間飛行場の跡地利用計画である「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」

は、「新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」を踏まえて策定しており、上記の新た

な視点も検討していくものとしている。 

 

■広域構想の基本方針 

広域交通インフラの整備基本方針 

 
・具体化の進む「宜野湾横断道路」を踏まえた、地区内外の道路ネットワークへの接

続や道路網整備等について。 

 

「宜野湾横断道路」については、中南部都市圏の横断方向の交通機能の強化や東

海岸地域と西海岸地域の連携強化を目標として、主要幹線道路の交通機能を備えた

道路構造と跡地内を東西に横断するルートで導入することを想定。今後、国や県、

市による役割分担の下、宜野湾市の幹線道路網や沖縄自動車道との結節方法、跡地

や周辺市街地の市街地環境に及ぼす影響の緩和、景観等に関する検討を行い、道路

の規格、構造、ルート、緑化等に関する計画や土地利用と連携した沿道まちづくり

に関する計画に反映する。 

 

・沖縄県が策定した「沖縄鉄軌道の構想段階における計画書」によるルート案を受

け、地区内の想定される駅を中心とした周辺地域への移動手段や基幹バス路線との

連携等について。 
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鉄軌道及び駅の配置については、国及び県の沖縄鉄軌道の計画等を踏まえ、公共

交通軸の整備効果を最大限に発揮させることや整備時期を踏まえた導入空間の確保

の観点から跡地中央部を通るルートを想定している。 

また、周辺地域では西海岸道路の整備や各拠点と連携した魅力的な地域づくりの

推進、西普天間住宅地区跡地における沖縄健康医療拠点の形成、沖縄都市モノレー

ルの延伸によるてだこ浦西駅を中心とした交通結節点の整備が進められており、跡

地内に鉄軌道及び新駅が整備された場合、跡地及び西海岸地域、西普天間住宅地区

跡地間を結ぶ移動手段として公共交通網の整備を想定。今後、国や県による鉄軌道

及び県や市による地域公共交通計画に関する調査検討の進捗とあわせて、鉄軌道の

導入効果の増進に寄与する公共交通のあり方（各拠点を結ぶルート、規格、構造

等）について検討を行い、鉄軌道を含む公共交通軸を補完するフィーダー交通に関

する計画に反映。 

 
・「並松街道」の空間再生に向けた各種取組み（普天間飛行場周辺まちづくり）の実

施状況を踏まえた地区内外における具体化について。 

 

並松街道については、旧集落等とあわせて、文化及び景観を継承するものとし

て、周辺市街地も含めて並松街道の全体像が見える空間づくりを推進。今後、｢普

天満宮参詣道｣として史跡指定の可能性や首里城公園との連携も視野に入れつつ、

跡地における整備手法や跡地と普天満宮とを結ぶ区間等の周辺市街地における空間

づくりの方向等について検討を行い、関連する計画に反映する。 

広域的公園・緑地の整備基本方針 

 ・「（仮称）普天間公園」（100ha程度を想定）の整備に向けた考え方等について。 

 

跡地利用におけるまちづくりを牽引する区域を大規模公園エリアと位置づけ、大

規模公園と都市的土地利用が融合したまちづくりを国家プロジェクトとして推進。

今後、大規模公園エリアの範囲や土地利用、導入機能のあり方、土地利用及び機能

導入の誘導等を図る都市計画手法について検討を行い、土地利用や機能導入、都市

基盤整備等に関する計画に反映する。 

 
・広域的緑地ネットワーク機能、地下水系の保全、平和希求のシンボル性、好気的な

防災機能に配慮した大規模公園の配置について。 

 

大規模公園エリアにおいては、地下水涵養に寄与・空間利用を図るため広域的な

ネットワーク状に緑地を配置、また平和希求のシンボルとなる拠点区間整備を推進

するとともに、周辺市街地からの利用も考慮した広域防災機能にも考慮するものと

している。 

跡地振興拠点の形成方針 

 
・「広域構想」で想定される産業振興について、誘致を検討している産業等はある

か。 

 

沖縄県の新たな発展をリードする基幹産業等の集積地（リサーチパーク等）を形

成することを目標として、｢リゾートコンベンション産業｣、｢医療・生命科学産

業｣、「環境・エネルギー産業」等を候補として県内外からの機能誘致の促進や産

業等の創出に向けて、優れた環境づくりや交通条件の整備とあわせた受け皿を整

備。今後、県内外への呼びかけとあわせて機能誘致にかかる見通しの確保、西海岸

コンベンションリゾート開発や西普天間住宅地区跡地との連携等を検討した上で、

振興拠点ゾーンに関する計画に反映する。 
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・「広域構想」で想定される機能展開について、導入を検討している機能等はある

か。 

 

国際協力・貢献機能については、新たな国際ビジネス拠点の形成を目標として、

西海岸リゾートエリアや開発が予定されている東海岸大型 MICE 施設と連携して導

入する。今後、経済振興に関する計画への位置づけの働きかけや、開発事業者や立

地企業等から企画提案や進出意向等を募り、振興拠点ゾーンや国際ビジネス・交流

拠点等に関する計画に反映する。 

産業支援機能、研究開発機能、専門人材育成機能については、西普天間住宅地区

跡地の沖縄健康医療拠点と連携した学術研究拠点の形成を目標に導入する。今後、

産業立地に関する計画への位置づけの働きかけや、企業等から企画提案や進出意向

等を募り、振興拠点ゾーンや学術研究拠点等に関する計画に反映する。 

広域防災機能については、中南部都市圏の中央に位置し、広大な空間が活用でき

る大規模公園エリアに広域防災活動拠点としての機能を備えた計画づくりを推進。

今後、広域的な計画において、広域防災拠点として担うべき役割を定め、普天間公

園（仮称）における広域防災関連施設の計画に反映する。 

土地利用の基本方針 

 
・土地利用における各区分（公園・緑地、住宅地、商業・業務地、その他公共用地）

の規模や優先順位、考え方等について。 

 

活用すべき自然・歴史特性を「公園・緑地」として確保することを最優先とす

る。緑地空間構成の考え方を踏まえ、土地利用及び交通網の配置の考え方をとりま

とめる。 

 
・「広域構想」で示される「跡地振興拠点地区」の整備方針について、跡地利用にお

いて参考にした点、反映した内容等はあるか。 

 

振興拠点地区の形成による自立経済の構築等に向けて、広大な空間における優れ

た環境づくりやまとまりある用地供給の可能性を活かして、アジアのダイナミズム

を取り込み、県内外からの新たな機能の導入に向けた基幹産業等の集積拠点や新た

な振興拠点にふさわしい受け皿を整備することとしている。 

 

■その他 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 
・跡地利用に関連する事項について、県土・跡地利用対策課以外の他部署・他部局と

調整した事項等はあるか。 

 特に無し。 
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２）－３ 沖縄市 

① キャンプ瑞慶覧（ロウワー・プラザ住宅地区） 

■跡地利用の検討状況及び跡地利用における課題 

跡地利用の検討状況 

平成 23 年度までに策定した跡地利用計画の見直しに向け、跡地利用検討区域（キャ

ンプ瑞慶覧ロウワー・プラザ住宅地区及びサウスプラザ地区）おける土地利用の課題

及び対応方針の検討を行い、今年度については、前年度までに整理した本地区の課題

（行政界を跨ぎ、都市計画区域が異なる土地利用・返還区域に含まれていない米軍施

設進入路の取扱い等）に対する対応について、関係機関（沖縄県、沖縄防衛局等）と

の意見交換を行い、跡地利用計画（素案）の見直しに向けて取り組んでいる。 

跡地利用における課題 

広域都市計画区域が異なる土地区画整理事業について、手続きや合意形成に時間を

要することから、沖縄県と密に調整を図る必要がある。返還区域に含まれていない米

軍施設進入路の取扱いについては、本進入路の返還の可能性や代替ルートの提案な

ど、沖縄防衛局を通した米側との調整を図る必要がある。 

 

■広域構想策定の視点と全体コンセプト 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 
・跡地利用におけるまちづくりの方向性について、「広域構想」に示される駐留軍用

地跡地に期待されるまちづくりの方向性で参考とした点、反映した内容について。 

 現時点では、検討していない。 

跡地利用における課題 

 
・「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」に示される新たな視点について、取り組んで

いる内容や今後予定している事項について。 

 現時点では、検討していない。 

 

■広域構想の基本方針 

広域交通インフラの整備基本方針 

 ・隣接する国道330号及び県道58号を踏まえた道路ネットワークについて。 

 現時点では、検討していない。 

 
・隣接する基幹バス路線及び沖縄自動車道（高速バス）を踏まえた、交通結節点とし

て導入機能や活用する公共交通システム等について。 

 

現時点では、検討していない。 
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広域的公園・緑地の整備基本方針 

 
・広域構想において「地区面積の20％以上の公園・緑地を配置する」と記載されてい

るが、将来的に達成可能か。 

 
買取目標面積(21,700 ㎡)のうち、45％（9,728 ㎡）を達成、令和４年度も新たに

1,551 ㎡を取得予定しており、達成率は 52％となる。 

 ・緑のネットワークに向けた取組みについて。 

 現時点では、検討していない。 

跡地振興拠点の形成方針 

 
・「広域構想」で想定される産業振興について、誘致を検討している産業等はある

か。 

 現時点では、検討していない。 

 
・「広域構想」で想定される機能展開について、導入を検討している機能等はある

か。 

 現時点では、検討していない。 

土地利用の基本方針 

 
・土地利用における各区分（公園・緑地、住宅地、商業・業務地、その他公共用地）

の規模や優先順位、考え方等について。 

 現時点では、検討していない。 

 
・「広域構想」で示される「跡地振興拠点地区」の整備方針について、跡地利用にお

いて参考にした点、反映した内容等はあるか。 

 現時点では、検討していない。 

 

■その他 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 ・跡地利用に関連する事項について、県土・跡地利用対策課以外の他部署・他部局と

調整した事項等について。 

 道路街路課と沖縄環状線のライカム交差点改良工事の可能性及び幹線道路の配置

案について調整している。 

都市計画・モノレール課と土地区画整理事業区域、組合施行による土地区画整理

事業に取り組む場合の認可申請等の手続き及び広域都市計画の観点からの沖縄県の

見解について調整している。 

 ・当地区においては返還までの間、緑地公園として日米で共同使用すると報道があっ

たが、これについて防衛省と調整した事項等はあるか。 

 移設整備課及び返還対策課と、緑地公園の整備や管理、整備前の不発弾調査等の

実施と埋蔵文化財調査や、地区界測量等に伴う返還前の立ち入り調査の可能性につ

いて調整を行っている。 
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２）－４ 浦添市 

① 牧港補給地区 

■跡地利用の検討状況及び跡地利用における課題 

跡地利用の検討状況 

平成 25 年３月に跡地利用基本計画を策定後、令和３年度から跡地利用計画策定に取

り組んでいる。令和５年度末に策定予定。 

跡地利用における課題 

地区内の８割以上を民有地が占めていることから、地権者の合意形成が最重要課

題。地権者が 2,700 名を超えている。 

 

■広域構想策定の視点と全体コンセプト 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 ・跡地利用におけるまちづくりの方向性について、「広域構想」に示される駐留軍用

地跡地に期待されるまちづくりの方向性で参考とした点、反映した内容について。 

 現在、新しい跡地利用計画の策定中であり、具体的にはこれからの検討となる

が、「コンパクトシティ」や「インダストリアルシティ」「スマートシティ」等に

ついてはキーワードとして挙げられている。今後、社会情勢などを踏まえながら、

過去に策定した内容に縛られないように検討していきたい。 

 ・「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」に示される新たな視点について、取り組んで

いる内容や今後予定している事項について。 

 SDGs やカーボンニュートラル、DX、ICT 等の要素は重要だと認識している。那覇

空港及び那覇港へのアクセスに優れた立地から、臨空臨港型産業については当然検

討対象となる。実証実験等については、取り組んでいきたいと考えている。 

 

■広域構想の基本方針 

広域交通インフラの整備基本方針 

 

・地区内の東西に結ぶ「浦添都市軸（浦添シンボルロード）」及び南北に結ぶ「地区

幹線」等の整備に向け、近年の沖縄西海岸道路の開通や国道58号の８車線化等の周

辺整備を踏まえた、地区内の道路ネットワーク等の具体化等について。 

 
東西の「浦添都市軸」、南北の「地区幹線」については必要不可欠であり、国道

58 号など周辺の状況を踏まえ、必要なネットワークを検討しているところ。 

 

・にぎわい・交流軸等に将来の公共交通の導入を検討されていましたが、沖縄県が策

定した「沖縄鉄軌道の構想段階における計画書」によるルート案を受け、導入機能

や活用する公共交通システム等について。 

 具体的な検討はまだ行っていない。 

 
・地区内の幹線道路や補助幹線道路を活用した主要な拠点や施設を結ぶ自転車・歩行

者路の導入や具体化等について。 

 

道路としての動線のみでなく、建物を活用した歩行者動線についても検討した

い。大街区化（土地の共同化）した上で、施設間の動線として高架による歩行者ネ

ットワークの構築というアイデア等。（例：横浜みなとみらい 21） 
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広域的公園・緑地の整備基本方針 

 
・広域構想において「地区面積の20％以上の公園・緑地を配置する」と記載されてい

るが、将来的に達成可能か。 

 
先行取得や公共減歩により達成は可能という見込み。 

ただし、地区全体に本当に必要な面積について再度検討していきたい。 

 ・上記の達成に向けた方策や、達成が困難な場合の理由等について。 

 

20％を達成するためだけの緑地確保は地権者負担につながることが懸念される。

公園・緑地としての機能は民地の中でも創出できるのではないかという考えもあ

る。 

 
・「西海岸開発とも連携した大規模公園や海岸を活用した大規模公園の検討」は行わ

れているか。また、緑のネットワークに向けどのような取組みをしているか。 

 

具体の検討は行っていない。西海岸開発の内容が検討中であり、まずは、キンザ

ー地区内で緑の配置を検討していくが、庁内担当課と連携して計画としての一体性

は検討していきたい。 

緑（自然林）が残っている箇所があるので、地区内の緑の拠点の一つとして活用

できればと考えている。 

跡地振興拠点の形成方針 

 
・「広域構想」で想定される産業振興について、誘致を検討している産業等はある

か。 

 
企業誘致は必要だと考えているが、具体的にどの分野の企業を誘致するかは今後

の課題。基盤整備完了時期が不透明なので企業側の意見を聞くのは難しい。 

 
・「広域構想」で想定される機能展開について、導入を検討している機能等はある

か。 

 
現時点で未定。企業の誘致と密接にかかわってくるので、今後、企業誘致と併せ

て検討していきたい。 

土地利用の基本方針 

 
・土地利用における各区分（公園・緑地、住宅地、商業・業務地、その他公共用地）

の規模や優先順位、考え方等について。 

 

令和２年実施の地権者アンケートで、子や孫のための住宅用地を希望する意見が

３割弱あった。一方で、それ以外の地権者が収益を上げられるような土地利用も必

要と考えており、宅地の共同利用を見据えた大街区の設定を検討している。 

 
・「広域構想」で示される「跡地振興拠点地区」の整備方針について、跡地利用にお

いて参考にした点、反映した内容等はあるか。 

 現在検討中。 

■その他 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 
・跡地利用に関連する事項について、県土・跡地利用対策課以外の他部署・他部局と

調整した事項等はあるか。 

 
資料提供の依頼（交通センサスのデータ等）：土木建築部都市計画・モノレール

課、中部土木事務所 
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２）－５ 北谷町 

① キャンプ桑江（南側地区） 

■跡地利用の検討状況及び跡地利用における課題 

跡地利用の検討状況 

SACO 最終合意を受け基本構想（H17）、基本計画（H21）を作成。その後 10 年経過

した令和元年度に基本計画改定版を策定している。 

跡地利用における課題 

・地権者との合意形成を図るため、意向を確認する必要がある。 

・統合計画においては「2025 年度又はその後」とされているが、明確には返還時期が

定まっておらず跡地計画が立てにくい。 

・返還前に立入調査（文化財の有無確認調査）を行い、文化財の取扱いを跡地利用計

画へ落とし込む必要がある。 

 

■広域構想策定の視点と全体コンセプト 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 ・跡地利用におけるまちづくりの方向性について、「広域構想」に示される駐留軍用

地跡地に期待されるまちづくりの方向性で参考とした点、反映した内容について。 

 目指す都市機能として、次の５項目が挙げられる。 

・沖縄県の経済振興の核として、北谷町の活力や賑わいを高めるまちづくり 

・将来に人口減少を見据え、持続可能でコンパクトな都市づくり 

・北谷らしさを生かした魅力ある定住の場の創出 

・北谷町の新たな中心市街地として「知の拠点」の形成（本地区独自の位置づけ） 

・住む人・訪れる人をもてなし、訪れやすさを高める交通結節点の形成 

 ・「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」に示される新たな視点について、取り組んで

いる内容や今後予定している事項について。 

 密を避けた新たな生活様式の考え方として、ゆとりある環境へのニーズが高まっ

ていることから、地区内の水路や既存する豊かな自然環境を活かした緑と潤いを感

じる住環境の形成を検討している。 

 

■広域構想の基本方針 

広域交通インフラの整備基本方針 

 

・都市圏及び地域間の一体性を高める道路ネットワークの形成に向け、広域幹線道路

（国道58号、県道24号線バイパス）及び幹線道路、補助幹線道路を位置づけている

が、広域構想で示された「西海岸や隣接地とのネットワーク」を考慮する点はどの

程度反映しているか。 

 

「内環状道路」により地区内の連携・交流と活力を育む道路ネットワークの形成

を、「外環状道路」により地区へのアクセス性を高めるとともに通過交通を抑制

し、地区内における人中心の交通体系の形成を検討している。 
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・地区への訪れやすさを高める交通結節機能の形成に向け、沖縄県が策定した「沖縄

鉄軌道の構想段階における計画書」によるルート案を受け、導入機能や活用する公

共交通システム等についてどのような検討をしているか。 

 

鉄軌道に関しては、具体的なルートと捉えることができないため鉄軌道を意識し

ての検討までには至っていない。当地区は国道 58 号に近接し、将来、複数の公共

交通を選択することが期待される。今後詳細な検討を行っていく予定。 

当地区は国道 58 号と県道 24 号線 BP が交差する交通結節点であることからパー

クアンドライドを一つの目的とした駐車場を予定している。将来この駐車場付近に

鉄軌道の駅が設置されることに期待を寄せている。 

 

・地区内のゆとり・うるおいある空間の形成や地区の滞在・滞留を生み出す歩行者ネ

ットワークの形成に向け、広域構想で示された「BRT(基幹バスシステム)、LRT、自

転車（専用）道路の導入検討」の考え方はどの程度反映しているか。 

 
新たな公共交通体系（LRT 等）の形成と利用促進に向けて、交通結節点としてパ

ークアンドライドの駐車場用地を確保している。 

広域的公園・緑地の整備基本方針 

 
・広域構想において「地区面積の20％以上の公園・緑地を配置する」と記載されてい

るが、将来的に達成可能か。 

 

当地区には、恐らく開発ができない急斜面地が約 6ha 存在し、更には先行取得事

業で取得した傾斜地を含めるとかなりの緑地面積を確保することはできる。ただ

し、68ha×20％の 13.6ha を超えることは難しい状況となっている。 

 ・上記の達成に向けた方策や、達成が困難な場合の理由等について。 

 達成困難な理由として財政的問題、売却希望者の減少が挙げられる。 

 

・まちづくり基本計画では水と緑のネットワーク及び公園が配置されているが、広域

構想に記載されている「既存斜面緑地を保全しネットワークする」を踏まえてどの

ように検討しているか。 

 
中南部都市圏全体の斜面緑地の連続性や北谷城跡、伊礼原遺跡をはじめとした文

化資源との一体性を確保することに配慮し、自然緑地を保全する。 

跡地振興拠点の形成方針 

 
・「広域構想」で想定される産業振興について、誘致を検討している産業等はある

か。 

 現時点において、具体的な検討は行っていない。 

 
・「広域構想」で想定される機能展開について、導入を検討している機能等はある

か。 

 

グローバル化に対応できる人材を育成するための環境整備の推進。知の拠点の形

成に向けて検討を行っている。 
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土地利用の基本方針 

 
・土地利用における各区分（公園・緑地、住宅地、商業・業務地、その他公共用地）

の規模や優先順位、考え方等について。 

 

まちづくりのテーマとして「美しい自然に囲まれ、洗練された都市の空間の中で

人びとが安全に安心して住み、学び、働き、集い地域の再生が未来と世界につなが

るまち」としている。 

土地利用における各区分の規模や優先順位は現在のところ方針はないが、テーマ

の通り人・もの・ことが集まったコンパクトなまちづくりを目指している。 

 
・「広域構想」で示される「跡地振興拠点地区」の整備方針について、跡地利用にお

いて参考にした点、反映した内容等はあるか。 

 
専門人材育成機能の立地に向けて検討を進めているが、具体的な土地の確保につ

いては、現在のところ定まっていない。 

 

■その他 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 
・跡地利用に関連する事項について、県土・跡地利用対策課以外の他部署・他部局と

調整した事項等はあるか。 

 
現時点では特になし。 

今後、県道 24 号バイパスの整備について中部土木事務所と調整が必要になる。 
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② 陸軍貯油施設第１桑江タンク・ファーム 

■跡地利用の検討状況及び跡地利用における課題 

跡地利用の検討状況 

上位関連計画の整理、現況整理（自然条件、人口、土地利用等の現況）からまちづ

くりの課題（SWOT 分析）を整理。これらを踏まえ跡地利用方針案の検討、展開イメー

ジの整理を行ってる。 

跡地利用における課題 

・本地区の地形条件は厳しく、宅地利用に制限が生じる可能性がある。公園、緑地な

ど土地取得事業の実施を検討し事業成立性の確保を図る必要がある。 

・地権者との合意形成を図るため、意向を確認する必要がある。 

・統合計画においては「2022 年度又はその後」とされているが、現時点（2022 年 11

月時点）で国から返還時期について何も示されておらず、跡地計画が立てにくい。 

・返還前に立入調査（文化財の有無確認調査）を行い、文化財の取扱いを跡地利用計

画へ落とし込む必要がある。 

 

■広域構想策定の視点と全体コンセプト 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 
・跡地利用におけるまちづくりの方向性について、「広域構想」に示される駐留軍用

地跡地に期待されるまちづくりの方向性で参考とした点、反映した内容について。 

 

利用方針案を「緑に包まれた高台に佇むうるおいを感じるまちづくり」として、

次のような方向性を検討。 

・海への眺望と潤い感じる機能創出の空間 

・眺望景観を活かした新たな成長産業や機能創出の区間としての活用や高台を活か

した災害時の避難地等の防災機能の確保 

・地区特性を踏まえ、豊かな緑に包まれたゆとりある住環境の形成 

・広域緑地ネットワークを形成し、隣接する伊礼原遺跡等の文化資源と緑の一体性

を確保 

 
・「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」に示される新たな視点について、取り組んで

いる内容や今後予定している事項について。 

 

密を避けた新たな生活様式の考え方として、ゆとりある環境へのニーズが高まっ

ている。地区内の水路や既存の豊かな自然環境を活かした緑と潤いを感じる住環境

の形成を検討している。 

 

■広域構想の基本方針 

広域交通インフラの整備基本方針 

 
・広域連携と町内各地区との連携に資する道路網の整備に向け、隣接するキャンプ桑

江南側地区との連携等について。 

 
地形条件が厳しく、他地区へのアクセス道路の線形は限られたものとなるが、周

辺地区のまちづくりと分断が生じないよう留意しながら検討している。 
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・歩行者が安全快適に回遊できる歩行者ネットワークの形成に向けた取組みについ

て。 

 現時点において、具体的な検討は行っていない。 

広域的公園・緑地の整備基本方針 

 
・広域構想において「地区面積の60％程度の公園・緑地を配置する」と記載されてい

るが、将来的に達成可能か。 

 
地区の大部分は傾斜地で緑が広がっており、開発エリアは限られることが想定さ

れるため、可能だと考えている。 

 
・過年度ヒアリングより財源及び地権者合意が課題としてあげられているが、課題解

決に向けた方策や取組むはあるか。また、その他の課題はあるか。 

 現時点において、具体的な検討は行っていない。 

 ・緑のネットワークに向けた取組みについて。 

 現時点において、具体的な検討は行っていない。 

跡地振興拠点の形成方針 

 
・「広域構想」で想定される産業振興について、誘致を検討している産業等はある

か。 

 現時点において、具体的な検討は行っていない。 

 
・「広域構想」で想定される機能展開について、導入を検討している機能等はある

か。 

 現時点において、具体的な検討は行っていない。 

土地利用の基本方針 

 
・土地利用における各区分（公園・緑地、住宅地、商業・業務地、その他公共用地）

の規模や優先順位、考え方等について。 

 
質問文に示された並びの優先順位を想定しているが、規模について具体的な検討

は行っていない。 

 

■その他 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 ・跡地利用に関連する事項について、県土・跡地利用対策課以外の他部署・他部局と

調整した事項等について。 

 特になし。 
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③ キャンプ瑞慶覧（インダストリアル・コリドー等） 

■跡地利用の検討状況及び跡地利用における課題 

跡地利用の検討状況 

上位関連計画の整理、現況整理（自然条件、人口、土地利用等の現況）からまちづ

くりの課題（SWOT 分析）を整理。これらを踏まえ跡地利用方針案の検討、展開イメー

ジの整理を行ってる。 

跡地利用における課題 

・奥行きのない返還エリアの為、宅地利用に制限が生じる可能性がある。 

・宜野湾市コリドー地区と連携し、まちづくりを進めていく必要がある。 

・地権者との合意形成を図るため、意向を確認する必要がある。 

・統合計画においては「2024 年度又はその後」とされているが、明確には返還時期が

定まっておらず跡地計画が立てにくい。 

・返還前に立入調査（文化財の有無確認調査）を行い、文化財の取扱いを跡地利用計

画へ落とし込む必要がある。 

 

■広域構想策定の視点と全体コンセプト 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 
・跡地利用におけるまちづくりの方向性について、「広域構想」に示される駐留軍用

地跡地に期待されるまちづくりの方向性で参考とした点、反映した内容について。 

 

利用方針案を「コンパクトで住み続けられる国道 58 号沿道のまちづくり」とし

て、次のような方向性を検討。 

・北谷城跡と連携した賑わい拠点（地区北側）： 

北谷城跡と近いことや大きな交差点に面していることなどから賑わい拠点機能を

導入し、これと連携した企業誘致を図る。 

・回遊ネットワークの形成： 

（地区全体）自転車利用も含めて職住近接の賑わいのあるまちを回遊し、まちの

魅力を味わうことができるネットワーク 

（小地域単位）川辺や地区の骨格道路を軸として、小地域内を回遊するネットワー

ク 

 
・「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」に示される新たな視点について、取り組んで

いる内容や今後予定している事項について。 

 

ニューノーマルに対応したまちづくりにおいて緑やオープンスペースの重要性が

再評価されており、跡地に残された貴重な緑やオープンスペースを賑わい創出や防

災機能確保に活用していきたい。 

また、当地区は国道 58 号に近接し、将来、複数の公共交通を選択することが期

待されることから、今後詳細な検討を行っていく予定。 
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■広域構想の基本方針 

広域交通インフラの整備基本方針 

 
・当地区における国道58号へのアクセス道路の見直しを踏まえ、当地区の道路ネット

ワークについて更新した事項について。 

 
共同使用道路が壁になる可能性が高い。宜野湾市側の北側と連携する必要があ

る。 

 
・沖縄県が策定した「沖縄鉄軌道の構想段階における計画書」によるルート案を受

け、導入機能や活用する公共交通システム等について。 

 

鉄軌道に関しては、具体的なルートと捉えることができないため、鉄軌道を意識

しての検討までには至っていない。当地区は国道 58 号に近接し、将来、複数の公

共交通を選択することが期待されることから、今後詳細な検討を行っていく予定。 

広域的公園・緑地の整備基本方針 

 
・広域構想において「地区面積の20％以上の公園・緑地を配置する」と記載されてい

るが、将来的に達成可能か。 

 
地区全体が平坦で、残存する緑地が無いことを踏まえると 37ha×0.2＝7.4ha の

公園・緑地の面積確保は容易ではないと考えている。 

 ・上記の達成に向けた方策や、達成が困難な場合の理由等について。 

 
緑地が少ない当地区において、少しでも緑地面積を確保するために緑地・公園の

為の先行取得事業の検討を行うこととしている。 

 ・緑のネットワークに向けどのような取組みについて。 

 現時点において、具体的な検討は行っていない。 

跡地振興拠点の形成方針 

 
・「広域構想」で想定される産業振興について、誘致を検討している産業等はある

か。 

 現時点において、具体的な検討は行っていない。 

 
・「広域構想」で想定される機能展開について、導入を検討している機能等はある

か。 

 現時点において、具体的な検討は行っていない。 

土地利用の基本方針 

 
・土地利用における各区分（公園・緑地、住宅地、商業・業務地、その他公共用地）

の規模や優先順位、考え方等について。 

 

地区の土地利用方針を「暮らしと調和した国道 58 号沿いの土地利用」として、

①歩いて暮らせる住環境の形成、②住商複合の沿道利用、③沿道の連続的な景観形

成、④地区全体の「職住近接化」⑤宜野湾市と連携した一体的な土地利用をイメー

ジしている。 

 
・「広域構想」で示される「跡地振興拠点地区」の整備方針について、跡地利用にお

いて参考にした点、反映した内容等はあるか。 

 現時点において、具体的な検討は行っていない。 
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■その他 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 
・跡地利用に関連する事項について、県土・跡地利用対策課以外の他部署・他部局と

調整した事項等はあるか。 

 普天間川の将来の取扱い：中部土木事務所維持管理班 
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③ キャンプ瑞慶覧（施設技術部地区内の倉庫地区の一部等） 

■跡地利用の検討状況及び跡地利用における課題 

跡地利用の検討状況 

平成 28 年より代表地権者との勉強会、意見交換会を重ね基本構想を策定。令和４年

４月には、組合区画整理事業発起人会が結成され、今後は個々の地権者の土地利用意

向を踏まえながら詳細な事業計画を決めていく予定。 

跡地利用における課題 

・地区を代表する地権者の皆様との勉強会、意見交換は順調に進んではいるものの、

一般地権者を巻き込むまでには至っていない状況にある。今後のまちづくりを成功

させるうえで、地権者が一つになることが重要であることから課題解決に向けて対

応を模索しているところ。 

・汚染土壌の確認方法（支障除去は深さ 50cm までが対象だが、埋蔵文化財調査ではさ

らに深く掘削する必要があり、埋蔵文化財調査で汚染土壌が見つかったことから、

調査員の安全確保や調査遅延が課題となる。） 

 

■広域構想策定の視点と全体コンセプト 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 
・跡地利用におけるまちづくりの方向性について、「広域構想」に示される駐留軍用

地跡地に期待されるまちづくりの方向性で参考とした点、反映した内容について。 

 

当地区のまちづくりのテーマを「北谷城跡（歴史・文化・自然）と調和したまち

づくり」と設定している。具体的には「北谷城跡と調和した活力と安らぎがあるま

ち」「北谷城跡の斜面緑地や白比川を活かした憩いがあるまち」「周辺市街地と連

携した災害に強く安全で安心できるまち」を目指している。 

 
・「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」に示される新たな視点について、取り組んで

いる内容や今後予定している事項について。 

 

前述のとおり、当地区は北谷城跡と調和するまちづくりをテーマに跡地利用の検

討を進めている。緑豊かな北谷城跡の下、景観への配慮、建築物の高さ制限に留意

していきたい。 

 

■広域構想の基本方針 

広域交通インフラの整備基本方針 

 
・当地区と既成市街地を連絡する主要道路等や区画道路の具体化に際し、配慮した点

について。 

 
地権者からの要望として「減歩率の緩和」が挙げられたことから、白比川の管理

用通路（県管理）を共有化し公共減歩の緩和を目指している。 

広域的公園・緑地の整備基本方針 

 
・広域構想において「地区面積の20％以上の公園・緑地を配置する」と記載されてい

るが、将来的に達成可能か。 

 

隣接する丘陵地（約６ha）は国史跡の「北谷城跡」として保全していくことから

20％以上の公園・緑地の確保は可能だと考えている。 
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 ・緑のネットワークに向けどのような取組みについて。 

 現時点において、具体的な検討は行っていない。 

跡地振興拠点の形成方針 

 
・「広域構想」で想定される産業振興について、誘致を検討している産業等はある

か。 

 現時点において、具体的な検討は行っていない。 

 
・「広域構想」で想定される機能展開について、導入を検討している機能等はある

か。 

 現時点において、具体的な検討は行っていない。 

土地利用の基本方針 

 
・土地利用における各区分（公園・緑地、住宅地、商業・業務地、その他公共用地）

の規模や優先順位、考え方等について。 

 

全地権者の約 8 割から「貸したい、売りたい」の意向が示されたことや当地区へ

の進出を希望する企業の出現などから、商業・業務地を第一としたまちづくりを検

討している。 

 
・「広域構想」で示される「跡地振興拠点地区」の整備方針について、跡地利用にお

いて参考にした点、反映した内容等はあるか。 

 特になし。 

 

■その他 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 
・跡地利用に関連する事項について、県土・跡地利用対策課以外の他部署・他部局と

調整した事項等について。 

 

・白比川の改修     ：中部土木事務所河川都市班 

・白比川管理用通路の使用：中部土木事務所維持管理班 

・ポンプ場移設     ：土木建築部下水道課 

・土砂災害計画区域等  ：中部土木事務所建築班、計画調査班 
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２）－６ 北中城村 

① キャンプ瑞慶覧（ロウワー・プラザ住宅地区） 

■跡地利用の検討状況及び跡地利用における課題 

跡地利用の検討状況 

平成 23 年度までに策定した跡地利用計画の見直しに向け、跡地利用検討区域（キャ

ンプ瑞慶覧ロウワー・プラザ住宅地区及びサウスプラザ地区）おける土地利用の課題

及び対応方針の検討を行い、今年度については、前年度までに整理した本地区の課題

（行政界を跨ぎ、都市計画区域が異なる土地利用・返還区域に含まれていない米軍施

設進入路の取扱い等）に対する対応について、関係機関（沖縄県、沖縄防衛局等）と

の意見交換を行い、跡地利用計画（素案）の見直しに向けて取り組んでいる。 

跡地利用における課題 

広域都市計画区域が異なる土地区画整理事業について、手続きや合意形成に時間を

要することから、沖縄県と密に調整を図る必要がある。返還区域に含まれていない米

軍施設進入路の取扱いについては、本進入路の返還の可能性や代替ルートの提案な

ど、沖縄防衛局を通した米側との調整を図る必要がある。 

■広域構想策定の視点と全体コンセプト 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 ・跡地利用におけるまちづくりの方向性について、「広域構想」に示される駐留軍用

地跡地に期待されるまちづくりの方向性で参考とした点、反映した内容について。 

 現時点では、検討していない。 

 ・「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」に示される新たな視点について、取り組んで

いる内容や今後予定している事項について。 

 現時点では、検討していない。 

■広域構想の基本方針 

広域交通インフラの整備基本方針 

 ・隣接する国道330号を踏まえた道路ネットワークについて。 

 現時点では、検討していない。 

 

・隣接する基幹バス路線及び沖縄自動車道（高速バス）を踏まえた、交通結節点とし

て導入機能や活用する公共交通システム等についてどのような検討をされている

か。 

 現時点では、検討していない。 

広域的公園・緑地の整備基本方針 

 
・広域構想において「地区面積の20％以上の公園・緑地を配置する」と記載されてい

るが、将来的に達成可能か。 

 

北中城村の買取目標面積（11,000 ㎡)のうち、96％(10,575 ㎡）を達成、令和４

年度では新たに 222 ㎡の土地を取得するため、買取済面積は 10,797 ㎡（達成率

98％）となる。令和５年度以降も残りの 203 ㎡の買取に向けて先行取得事業を行う

予定。 
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 ・緑のネットワークに向けどのような取組みを検討しているか。 

 現時点では、検討していない。 

跡地振興拠点の形成方針 

 
・「広域構想」で想定される産業振興について、誘致を検討している産業等はある

か。 

 現時点では、検討していない。 

 
・「広域構想」で想定される機能展開について、導入を検討している機能等はある

か。 

 現時点では、検討していない。 

土地利用の基本方針 

 
・土地利用における各区分（公園・緑地、住宅地、商業・業務地、その他公共用地）

の規模や優先順位、考え方等について。 

 現時点では、検討していない。 

 
・「広域構想」で示される「跡地振興拠点地区」の整備方針について、跡地利用にお

いて参考にした点、反映した内容等はあるか。 

 現時点では、検討していない。 

 

■その他 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 ・跡地利用に関連する事項について、県土・跡地利用対策課以外の他部署・他部局と

調整した事項等について。 

 道路街路課と沖縄環状線のライカム交差点改良工事の可能性及び幹線道路の配置

案について調整している。 

都市計画・モノレール課と土地区画整理事業区域、組合施行による土地区画整理

事業に取組む場合の認可申請等の手続き及び広域都市計画の観点からの沖縄県の見

解について調整している。 

 ・当地区においては返還までの間、緑地公園として日米で共同使用すると報道があっ

たが、これについて防衛省と調整した事項等はあるか。 

 移設整備課及び返還対策課と、緑地公園の整備や管理、整備前の不発弾調査等の

実施と埋蔵文化財調査や、地区界測量等に伴う返還前の立ち入り調査の可能性につ

いて調整を行っている。 
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② キャンプ瑞慶覧（喜舎場住宅地区の一部） 

■跡地利用の検討状況及び跡地利用における課題 

跡地利用の検討状況 

令和３年度は、返還跡地の有効活用案について、本村の発展に寄与するまちづくり

の視点から検討を行うとともに、跡地利用の実現に向け地権者意向調査として、地権

者説明会やアンケート調査を実施した。本年度は、過年度までに計画している喜舎場

スマートインターチェンジの機能向上を目指したフルインターチェンジ化等に向け、

「令和３年度キャンプ瑞慶覧喜舎場住宅地区跡地利用検討業務」等過年度に検討した

内容を踏まえ、事業手法や事業スキーム等を検討するとともに、地権者意向や民間事

業者等の意見を反映した整備計画案を作成する。 

跡地利用における課題 

返還区域の見通しが不透明な状況にあり、令和６年度またはそれ以降の返還が迫っ

ている中、返還区域の変更ができなかった場合の跡地利用も並行して検討する必要が

あることから、マスタープランで示されている返還区域内での跡地利用の検討に取り

組む。 

 

■広域構想策定の視点と全体コンセプト 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 
・跡地利用におけるまちづくりの方向性について、「広域構想」に示される駐留軍用

地跡地に期待されるまちづくりの方向性で参考とした点、反映した内容について。 

 現時点では、検討していない。 

 
・「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」に示される新たな視点について、取り組んで

いる内容や今後予定している事項について。 

 現時点では、検討していない。 

 

■広域構想の基本方針 

広域交通インフラの整備基本方針 

 
・喜舎場スマートICの機能強化（フル化）について、取り組んでいる内容や今後の予

定について。 

 

返還区域の見通しが不透明な状況にあり、令和６年度またはそれ以降の返還が迫

っている中、返還区域の変更ができなかった場合の跡地利用も並行して検討する必

要があることから、マスタープランで示されている返還区域内でのフルインター化

が可能か、また、フル化が難しかった場合は、ハーフインター化など、現在より機

能強化をすることが可能か検討している。 

広域的公園・緑地の整備基本方針 

 
・広域構想において「地区面積の20％以上の公園・緑地を配置する」と記載されてい

るが、将来的に達成可能か。 

 

現時点では、検討していない。 
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・喜舎場スマートICのフルICの残地部分について、緑地・公園として活用する可能性

はあるか。また、緑のネットワークに寄与することは可能か。 

 現時点では、検討していない。 

跡地振興拠点の形成方針 

 
・「広域構想」で想定される産業振興について、誘致を検討している産業等はある

か。 

 現時点では、検討していない。 

 
・「広域構想」で想定される機能展開について、導入を検討している機能等はある

か。 

 現時点では、検討していない。 

土地利用の基本方針 

 
・土地利用における各区分（公園・緑地、住宅地、商業・業務地、その他公共用地）

の規模や優先順位、考え方等について。 

 現時点では、検討していない。 

 
・「広域構想」で示される「跡地振興拠点地区」の整備方針について、跡地利用にお

いて参考にした点、反映した内容等はあるか。 

 現時点では、検討していない。 

 

■その他 

駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

 
・跡地利用に関連する事項について、県土・跡地利用対策課以外の他部署・他部局と

調整した事項等があるか。 

 

道路街路課と下記の事項について調整している。 

返還予定区域内でのインターチェンジ設置の可能性について、現状説明と意見交

換 
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（２）地主会等ヒアリング 

「広域構想」の地権者間における認知度や、地権者側からの跡地利用の状況等につい

て確認するため、関係市町村の軍用地等地主会等にヒアリング調査を実施した。 

 

１）開催概要 

地主会等 日時 出席者 

宜野湾市軍用地

等地主会 

令和４年 12 月１日（木） 

14：00～15：00 

・宜野湾市軍用地等地主会 

・沖縄県企画部県土・跡地利用対策課 

・調査業務共同企業体 

北谷町軍用地等

地主会 

令和４年 12 月７日（水） 

10：00～11：00 

・北谷町軍用地等地主会 

・沖縄県企画部県土・跡地利用対策課 

・調査業務共同企業体 

チームまきほ 21 
令和４年 12 月 13 日（火） 

11：00～12：00 

・浦添市字小湾郷友会（チームまきほ 21） 

・沖縄県企画部県土・跡地利用対策課 

・調査業務共同企業体 

キャンプ瑞慶覧

ロウワープラザ

地権者会 

令和４年 12 月 15 日（木） 

10：00～11：20 

・キャンプ瑞慶覧ロウワープラザ地権者会 

・北中城村軍用地等地主会 

・沖縄県企画部県土・跡地利用対策課 

・調査業務共同企業体 

実施内容 

１．広域構想について 
・広域構想の背景や意義・位置づけ、基本方針等について、地権者の
方々に認知されているか確認 

２．地主会の活動状況について 
・跡地利用計画への広域構想の反映状況等について確認 
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２）ヒアリング結果 

２）－1 宜野湾市軍用地等地主会 

■広域構想 

広域構想について 

 ・広域構想の背景や意義・位置づけ、基本方針等について地権者の方々の認知状況。 

 

「広域構想」や先行取得に関する制度等について、地主会の役員は知っている

が、一般の地権者にはあまり知られていない。新しく入ってくる地権者もいるの

で、これらの周知のためにも勉強会を継続して行う必要がある。 

 

■地主会等の活動状況について 

地主会の活動状況について 

 ・跡地利用計画に関する機運醸成等の活動について。 

 

若手の会で例年、勉強会や視察を行っており、それらの報告という形で地主会に

情報共有をしている。 

この 15 年で経済をとりまく流れが変わってきており、状況の変化に対応できる

ようにする必要がある。普天間飛行場跡地利用の有識者検討会議で池田孝之先生が

仰られるように、公園の中に研究機関を入れる等の工夫が必要である。また、住宅

や商業も必要だが、「広域構想」にあるように役割分担を行う必要がある。 

返還時期が決まれば、地主組合をつくることになるが、金も手間もかかるので、

事前に準備を進める必要がある。 

跡地利用において地権者合意形成は非常に重要であり、地主会でも取り組むべき

事項と考えている。 

 ・他の地主会等と連携して取り組んでいる事項について。 

 軍用地等地主会連合会で勉強会を開き、情報共有を行っている。 

 

■跡地利用に関する課題等 

跡地利用に関する課題等について 

 ・跡地利用に関する課題等について。 

 

返還時期が不明澄なこと、またコロナ禍で地主会が集まる機会を失っている。現

在の地権者には３代目や４代目もおり、また普天間の跡地利用実現には長い年月を

見据える必要があるため、地権者や地主会の役員らも跡地利用計画について学び、

次の世代に繋げていく必要がある。 

 ・跡地利用への取組みにあたり行政への要望等について。 

 
鉄軌道の計画は普天間飛行場の跡地利用においても大きな要素であるため、早期

に決めてもらいたい。 
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２）－２ 北谷町軍用地等地主会 

■広域構想 

広域構想について 

 ・広域構想の背景や意義・位置づけ、基本方針等について地権者の方々の認知状況。 

 

桑江南側地区では、地権者説明会を町主体で実施しており広域構想の説明はして

いるが、細部まで把握しているかは不明。緑地については、先行取得を行っている

ので緑地の必要性は周知されていると思うが、地区の 20％以上の緑地確保という

ことは理解されていない可能性もある。 

コリドー地区は地権者説明会も未実施であり、今年度から有志による勉強会を開

始したところなので、広域構想については今後周知していく。 

跡地振興拠点地区については、普天間飛行場や牧港補給地区などと競合しない取

り組みが必要ということは地権者も認識している。 

■地主会の活動状況 

地主会の活動状況について 

 ・跡地利用計画に関する機運醸成等の活動について。 

 
桑江南側地区は 10 年ほど前に町で基本計画を策定しており、その際に地権者へ

の説明会も多数実施した。現在も年１回程度のニュースを発行している。 

 ・他の地主会等と連携して取り組んでいる事項について。 

 

事務局レベルで北中城村とは地権者会の立ち上げから組合設立までの流れの情報

共有を行っている。 

またコリドー地区について、地権者からは宜野湾市との意見交換も必要という意

見が出ている。北谷町を通じて情報共有いただきながら進める必要があると認識し

ている。 

■跡地利用に関する課題等 

跡地利用に関する課題等について 

 ・跡地利用に関する課題等について。 

 

桑江南側地区は先行取得が進行しているので、特に課題は感じていない。 

コリドー地区は、既存の公共用地が少なく道路や公園用地の確保が課題であり、

先行取得が必要と考えている。国道 58 号の拡幅も計画されており、拡幅後は国道

からの奥行が 100ｍ未満になるエリアが生じることも課題となる。国道と並行して

宜野湾市に連絡する道路も必要だと考えている。 

また、コリドー地区は地権者数が多く（400 名程度）、合意形成には時間がかか

ると思う。地権者の中には、跡地利用計画を地権者主導で考えたいという意見もあ

るが、専門的な知識を持っていないことから、町が調査した内容をもとに協議する

方が進めやすいいのではないかと感じている。 

合意形成については、返還時期が具体的にならないと地権者自身の土地利用が定

まらない傾向にあり、最終的な意思決定をすることは難しい。 

 ・跡地利用への取組みにあたり行政への要望等について。 

 
タンクファーム地区の活用できない斜面地について、町は買収しない方針として

いるが、救済策の検討をお願いしたい。 
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２）－３ チームまきほ 21 

■広域構想 

広域構想について 

 ・広域構想の背景や意義・位置づけ、基本方針等について地権者の方々の認知状況。 

 

広域構想は地権者には認知されておらず、知らない人の方が多いと思う。返還予

定時期が迫っていることから、地権者は具体的な返還時期がどうなるかに関心があ

る。 

 

■地主会の活動状況 

地主会の活動状況について 

 ・跡地利用計画に関する機運醸成等の活動について。 

 

現世代の地主（年配の地主）は、返還後のまちづくりが具体化する頃には世代交

代しているという認識であり、跡地利用検討はまきほ２１に任されている。 

チームまきほ２１の活動として、勉強会を年に３～４回行い、それを過去 10 年

程度続けてきた。また年１回は、浦添市が発行しているまちづくりニュースの中

で、まきほ２１の活動報告を行っている。 

 ・他の地主会等と連携して取り組んでいる事項について。 

 現時点では特に行っていない。 

 

■跡地利用に関する課題等 

跡地利用に関する課題等について 

 ・跡地利用に関する課題等について。 

 

地主会からは、海没地の扱いについて取組むべきとの意見がある。 

また、100 ㎡以下の過小宅地が多いことや投機目的の地権者の取り扱いが課題だ

と認識している。 

支障除去で出土したもの（汚染土壌や埋蔵文化財等）の影響により、跡地利用が

遅延することも懸念している。 

 ・跡地利用への取組みにあたり行政への要望等について。 

 

地権者意向を早く把握してほしいと市にお願いしている。 

令和２年度のアンケート回収率が３割程度であり、残り７割を含め地権者の意見

を集めないと、まちづくりとして進まないのではないかと認識している。地主全体

の意見を聞く機会を作ってほしい。 

また、地権者負担（土地区画整理事業における減歩）を減らすべく、市の負担で

公共用地を確保してほしい。 
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２）－４ キャンプ瑞慶覧ロウワープラザ地権者会 

■広域構想 

広域構想について 

 ・広域構想の背景や意義・位置づけ、基本方針等について地権者の方々の認知状況。 

 

地権者に広域構想の内容は深く浸透していないと思われる。広域構想についてし

っかりと情報共有をしたことが無いので地権者の認知度は不明。 

次回の勉強会の時に、沖縄県の広域的な跡地利用の考え方やライカム地区との相

乗効果を発揮するための跡地利用の方向性等について説明する予定。 

 

■地主会の活動状況 

地主会の活動状況について 

 ・跡地利用計画に関する機運醸成等の活動について。 

 

跡地利用の方向性については、沖縄市と北中城村が定めるマスタープランに加

え、沖縄県の上位計画を踏まえた上で検討を行う。また、ライカム地区があるの

で、相乗効果が発揮される施設・土地利用を考える。 

アッパープラザから伸びる幹線道路の付け替えに向けた交通シミュレーションを

R5 年度に実施したいと考えている。 

 ・他の地主会等と連携して取り組んでいる事項について。 

 

ロウワー・プラザ住宅地区の特徴として行政界がまたがっていることがあげられ

る。地権者会の発足には２つの地主会が中心となり、２つの地主会で作った議案、

会則により役員承認を行った。 

運営については、２つの地主会から事務費として援助してもらっている。アンケ

ートの作成・発送等のマンパワーがかかる事業についてはそれぞれの行政にお願い

している。市と村の連携だけではなく、2つの地主会とも連携を図っている。 

 

■跡地利用に関する課題等 

跡地利用に関する課題等について 

 ・跡地利用に関する課題等について。 

 

国道に面した緑地には、かなりの地下水があると考えられており、事業の際には

地下水の取り扱いが課題になると考えられる。 

緑地の確保については、住宅地の中に空地やスポットとしての緑地創出は考えら

れる。結果的に緑地面積は地区面積の 20％程度になると考える。 

行政界の変更が大きな課題となる。土地区画整理事業により行政界を変更した事

例を全国で調査する必要がある。 

緑地公園としての日米共同利用にあたり、環境アセスメントの実施の有無及び時

期等が不明確。 

 ・跡地利用への取組みにあたり行政への要望等について。 

特になし。 
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（３）駐留軍用地跡地利用の検討状況及び広域構想についてのヒアリングまとめ 

関係市町村ヒアリング及び軍用地等地主会等ヒアリングの結果について、以下のとおり整理した。 

１）跡地利用の検討状況及び跡地利用における課題 

 

 

駐留軍用地 
市町村 

①キャンプ桑江南
側地区 

②陸軍貯油施設第
１桑江タンク・ファ
ーム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 

現況の課題・考察 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･コリ
ドー等 

3)施設技術部地区内
の倉庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅
地区 

5)喜舎場住宅地区の
一部 

北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

跡
地
利
用
の
検
討
状
況 

関
係
市
町
村
ヒ
ア
リ
ン
グ 

・SACO最終合意を受
け基本構想（H17）、
基本計画（H21）を作
成。作成後10年経過
した令和元年度に基
本計画改定版を策
定。 

・上位関連計画の整
理、現況整理（自然
条件、人口、土地利
用等の現況）からまち
づくりの課題（SWOT
分析）を整理。これら
を踏まえ跡地利用方
針案の検討、展開イメ
ージを整理。 

- 【北谷町】 
・上位関連計画の整
理、現況整理（自然
条件、人口、土地利
用等の現況）からまち
づくりの課題（SWOT
分析）を整理。これら
を踏まえ跡地利用方
針案の検討、展開イメ
ージの整理。 

【宜野湾市】 
・H28から検討、H29の
行動計画に従って検
討を進めてきた。R4～
R5で基本計画策定予
定。 

・H28年より代表地権
者との勉強会、意見
交換会を重ね基本構
想を策定。R4.4には、
組合区画整理事業発
起人会が結成され、
個々の土地利用意向
を踏まえながら詳細な
事業計画を決めていく
予定。 

【沖縄市・北中城村】 
・H23年度に策定した
跡地利用計画の見直
しに向け、跡地利用
検討区域における土
地利用の課題及び対
応方針を検討。 

・今年度は、整理した
本地区の課題に対す
る対応について、関係
機関との意見交換を
行い、跡地利用計画
（素案）の見直しに向
けて取り組む。 

【沖縄市】 
・プラザハウスや中心
市街地との連携等、
検討事項は多々ある
が、現時点では未検
討である。 

【北中城村】 
・平成23年度に跡地利
用計画を策定したが、
イオンモール沖縄ライ
カム等、状況が大きく
変わってきている。 

・今後、地権者意向も
踏まえ、跡地利用計
画（素案）の見直しを
図っていく必要がある
と考えている。 

・R3年度は、返還跡地
の有効活用案につい
て検討を行うとともに、
跡地利用の実現に向
け地権者意向調査と
して、地権者説明会
やアンケート調査を実
施。 

・今年度は、喜舎場ス
マートインターチェンジ
のフルインターチェンジ
化等に向け、事業手
法や事業スキーム等
を検討するとともに、地
権者意向や民間事業
者等の意見を反映し
た 整 備 計 画 案 を 作
成。 

・地権者・市民意向醸
成として、地権者意見
交換会や市民向けの
出前講座等を実施。 

・土地取得促進の取組
みとして7月～10月で
個別訪問を実施。 

・新たな特定事業の見
通しを３件告示。学校
（面積変更）、学校
（幼稚園）、児童厚生
施設。 

※市役所庁舎について
も庁内検討中。 

・H25.３に跡地利用基
本計画を策定。 

・R３年度から『牧港補
給地 区 跡地 利 用 計
画』の策定に着手。R５
年度末に完成予定。 

・H29.3に跡地利用計
画策定手順書（原案）
策定。 

・地権者との合意形成
活動（次世代の会定
例会）を開催（7回を
予定）、地権者向け
情 報 誌 を 発 行 （ 1
回）。 

※市と地主会との「跡
地利用に関する勉強
会」は昨年に引き続き
中止、再開時期につ
いては未定。今後、地
主会の意向を確認し
ながら再開に向け調
整していく予定。 

・「那覇軍港跡地利用
計画の策定（2027年
度）」は、「那覇軍港
跡地利用計画（案）」
となる可能性がある。 

・「那覇軍港跡地利用
構想（改訂版）」は、令
和3年7月に地主会が
とりまとめ済み。 

【現況の課題】 
・跡地利用計画等が策
定されるも、返還時期
が不明瞭であることか
ら時間が経過し、計
画の見直しを要してい
る施設がみられる。 

・返還時期が異なるこ
とから、各施設で跡地
利用に向けた取組み
の熟度が異なる。 

 
【考察】 
・返還時期が異なるこ
とから、広域的な連携
を意識しないまま個
別に開発を進めると
「広域構想」に示され
る役割分担や特性を
活かした跡地利用の
実現に支障が出ると
思われる。「広域構
想」の意義等について
改めて認識を共有し、
各駐留軍用地の跡地
利用が連携することで
沖縄県全体の振興に
繋がる中南部都市圏
の形成を実現を目指
す必要がある。 

 

地
主
会
等
ヒ
ア
リ
ン
グ 

・地権者説明会を町主
体で実施しており基本
構想は説明している
が、細部まで把握して
いるかは不明。 

・年1回程度のニュー
スを発刊している。返
還時期が近付けば地
権者会等の取組みも
必要と認識。 

・普天間と関連している
ので、返還時期が延
びる可能性が高いと
認識している。 

・傾斜地なのでできれ
ば桑江南側地区と一
緒に区画整理を行い
たい。単独での実施
は厳しいと思われる。 

- 【北谷町】 
・今年度から有志によ
る勉強会を開始したと
ころなので、構想につ
いては今後勉強して
いく。 

・事務局レベルで北中
城村、宜野湾市と情
報共有を行っている。 

・地権者から宜野湾市
との意見交換も必要と
いう意見が出ている。 

- ・跡地利用の方向性に
ついては、沖縄市と北
中城村が定めるマス
タープランに加え、県
の上位計画を踏まえ
た上で検討を行う。ま
た、ライカム地区との
相乗効果を踏まえ施
設・土地利用を考え
たい。 

・アッパープラザから伸
びる幹線道路の付け
替えに向け交通シミュ
レーションをR5年度実
施予定。 

・フルインターチェンジ
化を行うのであれば行
政施行だと認識してい
る。 

・若手の会で例年、勉
強会や視察を行って
おり、それらの報告と
いう形で地主会に情
報共有をしている。 

・地権者合意形成は非
常に重要であり、地主
会でも取り組むべき事
項と考えている。 

・跡地利用はまきほ２１
に任されている（現世
代の地主は返還後の
まちづくりが具体化す
る頃には世代交代し
ているという認識）。 

 

- 
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駐留軍用地 
市町村 

①キャンプ桑江南
側地区 

②陸軍貯油施設第
１桑江タンク・ファ
ーム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 

現況の課題・考察 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･コリ
ドー等 

3)施設技術部地区内
の倉庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅
地区 

5)喜舎場住宅地区の
一部 

北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

跡
地
利
用
に
お
け
る
課
題 

関
係
市
町
村
ヒ
ア
リ
ン
グ 

・地権者との合意形成
を図り意向の確認が
必要。 

・返還時期が定まって
おらず跡地計画が立
てにくい状況。 

・返還前の立入調査
（文化財の有無確認
調査）。 

・跡地利用計画への文
化財の落とし込み。 

・2025年又はその後の
返還予定だが、国へ
確認したが明確な回
答なし。 

・地権者も、返還が近
づかないと本気で検
討に参加してくれな
い。 

・地形条件が厳しく、宅
地利用に制限が生じ
る可能性がある。公
園、緑地など土地取
得事業の実施を検討
し事業成立性の確保
を図る必要がある。 

・地権者との合意形成
を行い意向を確認す
る必要がある。 

・返還時期が定まって
おらず跡地計画が立
てにくい状況。 

・返還前の立入調査
（文化財の有無確認
調査）。 

・跡地利用計画への文
化財の落とし込み。 

・今年度（2022年度）
返還予定ではあるも
のの、国からは何も提
示されていない。 

・地権者との直接の接
触はこれからの予定。 

- 【北谷町】 
・奥行きが無く、宅地利
用に制限が生じる可
能性がある。宜野湾
市と連携してまちづくり
を進めていく必要があ
る。 

・地権者との合意形成
を行い意向を確認す
る必要がある。 

・返還時期が定まって
おらず跡地計画が立
てにくい状況。 

・返還前の立入調査
（文化財の有無確認
調査）。 

・跡地利用計画への文
化財の落とし込み。 

・埋蔵文化財調査の実
施時期は未検討。施
設移転（受入）に関す
る調査を優先してい
る。 

【宜野湾市】 
・地権者のモチベーショ
ンが低い。事前調査
未実施のため計画へ
の落とし込みが懸念さ
れる。 

・地権者組織の構築も
これからの取組み。 

・地区を代表する地権
者との勉強会、意見
交換は進んではいる
が、一般地権者を巻
き込むに至っていな
い。地権者が一つに
なることが重要である
ことから、課題解決に
向けて対応を模索し
ている。 

・汚染土壌の確認方
法。 

・埋蔵文化財調査の実
施の中で汚染土が発
覚し調査が遅延。汚
染土壌の対応に再考
の必要がある。 

【沖縄市・北中城村】 
・広域都市計画区域が
異なる土地区画整理
事業について、手続き
や合意形成に時間を
要することから、沖縄
県と密に調整を図る
必要がある。 

・返還区域に含まれて
いない米軍施設進入
路の取扱いについて
は、本進入路の返還
の可能性や代替ルー
トの提案など、沖縄防
衛局を通した米側との
調整を図る必要があ
る。 

・返還区域の見通しが
不透明な状況にあり、
R6年度またはそれ以
降の返還が迫ってい
る中、返還区域の変
更ができなかった場
合の跡地利用も並行
して検討する必要が
ある。 

・マスタープランで示さ
れている返還区域内
での跡地利用につい
ても検討する必要が
ある。 

・計画範囲と返還区域
が異なっており、村と
してはフルインターチ
ェンジ化が可能な面
積を返還して頂きた
い。 

・返還区域内での跡地
利用の検討も並行して
進めていく必要がある
と考えている。 

・返還の見通しが立っ
ていないため、先行取
得や土地利用計画策
定に向けて見通しが
示せない。 

・日米地位協定の環境
補足協定により、立入
調査ができていない。
跡地利用計画の策定
では、立入調査の結
果を反映することが重
要なため、返還前から
の調査実施を可能に
し、また、調整方法の
制限の解除が必要。 

・地区内の８割以上を
民有地が占めている
ことから、地権者の合
意形成が最重要課
題。 

・2,700名を超える地権
者との合意形成が課
題。 

・市はチームまきほ21
を 地 権 者 代 表 と 認
識。信頼関係を構築
していく。 

・約１，４００人の地権
者との合意形成、地
権者情報の把握（タイ
ミング、把握する内
容）。 

・跡地利用策定手順書
（原案）策定以降の跡
地利用計画策定に遅
れが生じている。 

・地権者との合意形成
に基づいた跡地利用
計画づくりが必要。 

・地主会と共同による
計画づくりについて遅
れが生じており、第５
次那覇市総合計画に
位置付けた目標値の
見直しが必要な状況
である。 

・上記により、具体的な
検討が進められていな
い状況である。 

【現況の課題】 
・返還時期が不明瞭で
あること、それに伴い
地権者合意形成が困
難であることが課題と
して挙げられている。 

・返還前の立入調査が
出来ず、駐留軍用地
内の現況確認が行え
ない。 

 
【考察】 
・地権者合意形成にお
いては、勉強会等の
取組みを継続していく
ことで気運醸成を高
めていく必要がある。 

・返還前の立入調査に
ついては、県及び各
市町村で立入調査の
必要性や取組課題を
共有し、県及び各市
町村が一体となって
早期立入調査の実現
について国に求めてい
く必要がある。 

 

地
主
会
等
ヒ
ア
リ
ン
グ 

・先行取得が進行し
ているので特に課題
は感じていない。 

・行政への要望とし
て、斜面等の活用で
きない土地の救済
策が挙げられる。 

- 【北谷町】 
・公共用地も少ないの
で公園用地の確保
（先行取得が必要）
が課題。国道の拡幅
対 象 範 囲 も あ る の
で、拡幅工事を優先
してほしい。北谷町
側が組合施行、宜野
湾市側が市施行だと
連携が難しくなるので
はないか。 

・返還が見えてこない
と地権者も自身の土
地利用が定まらない
傾向にある。 

【沖縄市・北中城村】 
・国道に面した緑地に
は大量の地下水が
あると想定されてお
り、事業の際には地
下水の取り扱いが課
題になると考えられ
る。 

・行政界の変更が大
きな課題となる。土
地区画整理事業に
より行政界を変更し
た事例を全国で調
査する必要がある。 

・緑地公園としての日
米共同利用にあた
り、環境アセスメント
の実施の有無及び
時期等が不明確。 

- ・返還時期が不明澄
なこと、またコロナ禍
で地主会が集まる機
会を失っている。 

・現在の地権者には３
代目や４代目もおり、
また普天間の跡地
利用実現には長い
年月を見据える必
要があるため、地権
者や地主会の役員
らも跡地利用計画に
ついて学び、次の世
代に繋げていく必要
がある。 

・鉄軌道の計画は早
期に決めてもらいた
い。 

・課題は行政に伝え
ている。 

・まきほ２１から一般
地主に勉強内容を
共有する必要があ
る。 

・地主が考えているこ
とを早く意見聴取し
てほしい。 

・過小宅地が多いこ
と、投機目的の地権
者の取扱いが課題。 

- 
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２）広域構想策定の視点と全体コンセプト 

■駐留軍用地跡地利用に期待されるまちづくりの方向性 

駐留軍用地 
市町村 

①キャンプ桑江南
側地区 

②陸軍貯油施設第
１桑江タンク・ファ
ーム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 

現況の課題・考察 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･コリ
ドー等 

3)施設技術部地区内
の倉庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅
地区 

5)喜舎場住宅地区の
一部 

北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

「広
域
構
想
」に
示
さ
れ
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
に
期
待
さ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
に
つ
い
て 

関
係
市
町
村
ヒ
ア
リ
ン
グ 

・県の経済振興の核と
して、北谷町の活力
や賑わいを高めるまち
づくり。 

・人口減少を見据え
た、持続可能でコンパ
クトな都市づくり。 

・北谷らしさを生かした
魅力ある定住の場の
創出。 

・北谷町の新たな中心
市街地として、知の拠
点の形成。 

・住む人・訪れる人をも
てなし、訪れやすさを
高める交通結節点の
形成。 

・本地区独自の方向性
として「知の拠点」の
位置付けが挙げられ
る。 

・海への眺望と潤いを
感じる空間。 

・眺望景観を活かした
新たな成長産業や機
能創出の区間として
の活用、災害時の避
難地等の防災機能の
確保。 

・地区特性を踏まえ、
豊かな緑に包まれた
ゆとりある住環境の形
成。 

・広域緑地ネットワーク
を形成し、隣接する伊
礼原遺跡等の文化資
源と緑の一体性を確
保。 

・グリーンシティ、ハイラ
イフシティの要素を含
んでいると考えてい
る。 

- 【北谷町】 
・北谷城跡と近いことや
大きな交差点に面し
ていること等から賑わ
い拠点機能を導入、
これと連携した企業
誘致を図る。 

・自転車利用も含めて
職住近接の賑わいの
あるまちを回遊し、ま
ちの魅力を味わうこと
ができるネットワーク。 

・川辺や地区の骨格道
路を軸として、小地域
内を回遊するネットワ
ーク。 

・コンパクトシティの要素
を含んでいると思われ
る。 

【宜野湾市】 
・社会のトレンドを踏ま
えつつ検討を進めてい
る。コンパクトシティ等
が合致する。 

・「北谷城跡（歴史・文
化・自然）と調和した
まちづくり」をテーマと
し、「北谷城跡と調和
した活力と安らぎがあ
るまち」「北谷城跡の
斜面緑地や白比川を
活かした憩いがあるま
ち」「周辺市街地と連
携した災害に強く安全
で安心できるまち」を
目指す。 

・グリーンシティ、ハイラ
イフシティの要素が含
まれていると思われ
る。 

【沖縄市・北中城村】 
・昨 年 度 まで の業 務
で、本地区の課題に
ついて整理し、本年
度の業務で課題解決
に向けて取り組んでい
るところとなるため、現
時点では検討してい
ない。 

【北中城村】 
・昨年度業務で課題を
整理している。上位計
画と照合しながら進め
る予定だが、地権者
意向等を踏まえ、方
向性が大きく変わる場
合、広域構想との整
合の為、今後調整が
必要になると考えてい
る。 

・昨 年 度 まで の業 務
で、本地区の課題に
ついて整理し、本年
度の業務で課題解決
に向けて取り組んでい
るところとなるため、現
時点では検討してい
ない。 

・令和４年７月に策定し
た「全体計画の中間
取りまとめ（第２回）」に
おいて、「広域構想」
に示されるまちづくりの
方向性も含め検討す
ることとしている。 

・新しい跡地利用計画
の策定に取り組んでお
り、確定的なことは言
えないが、「コンパクト
シティ」や「インダストリ
アルシティ」、「スマー
トシティ」等については
キーワードとして挙げら
れている。 

・具体的な検討はこれ
から。隣接する卸売
団地の連携（インダス
トリアルシティ）やSDG
ｓ等、過去の内容に縛
られずに検討してい
く。 

・現時点では、特にな
い。 

【現況の課題】 
・跡地利用の検討が進
んでいる市町村のまち
づくりでは、「コンパクト
シティ」や「グリーンシ
ティ」、「インダストリア
ルシティ」が「広域構
想」で示されるまちづく
りの方向性と一致して
いる傾向がある。 

 
【考察】 
・「広域構想」策定から
９年が経過しているこ
とから、周辺状況の変
化も踏まえ、まちづくり
の方向性についても、
地区の特色を活かせ
るよう検討していく必
要がある。 

・「新・沖縄２１世紀ビジ
ョン基本計画」にある
カーボンニュートラル
やSDGｓ等の新たな視
点も踏まえ、まちづくり
の方向性について見
直す必要がある。 

「新
・沖
縄
２
１
世
紀
ビ
ジ
ョ
ン
基
本
計
画
」
に
示
さ
れ
る
新
た
な
視
点
に
つ
い
て 

関
係
市
町
村
ヒ
ア
リ
ン
グ 

・地区内の水路や既存
する豊かな自然環境
を活かした緑と潤いを
感じる住環境の形成
を検討。 

・地区内の水路や既存
する豊かな自然環境
を活かした緑と潤いを
感じる住環境の形成
を検討。 

- 【北谷町】 
・緑やオープンスペー
スの重要性が再評価
されており、跡地に残
された貴重な緑やオ
ープンスペースを賑
わい創出や防災機能
確保に活用したい。 

・国道58号に近接し、
将来、複数の公共交
通を選択することが期
待されているため、詳
細な検討を行っていく
予定。 

・鉄軌道、ポストコロナ、
緑地保全が該当する
と思われる。 

【宜野湾市】 
・本地区にとって鉄軌
道が重要な要素と認
識 。 公 共 交 通 は 今
後、より具体的に検討
していきたい。 

・当地区は北谷城跡と
調和するまちづくりを
テーマに跡地利用の
検討を進めている。緑
豊 かな 北 谷 城 跡 の
下、景観への配慮、
建築物の高さ制限に
留意していきたい。 

・緑地環境の保全創
出、景観形成が該当
すると思われる。 

【沖縄市・北中城村】 
・昨 年 度 まで の業 務
で、本地区の課題に
ついて整理し、本年
度の業務で課題解決
に向けて取り組んでい
るところとなるため、現
時点では検討してい
ない。 

・昨 年 度 まで の業 務
で、本地区の課題につ
いて整理し、本年度の
業務で課題解決に向
けて取り組んでいるとこ
ろとなるため、現時点
では検討していない。 

・普天間飛行場の跡地
利用計画である「全体
計画の中間取りまとめ
（第２回）」は、「新・沖
縄２１世紀ビジョン基
本計画」を踏まえて策
定しており、新たな視
点も検討。 

・新しい跡地利用計画
の策定に取り組んでお
り、確定的なことは言
えないが、「SDGsの推
進」、「カーボンニュー
トラルの実現に向けた
取組み」、「DXの推
進、ICT等のデジタル
技術の活用」、「実証
実験の場」等について
キーワードとして挙げら
れている。 

・那覇空港、那覇港へ
のアクセス性から臨空
臨港型産業は検討対
象。 

・現時点では、特にな
い。 

【現況の課題】 
・跡地利用の検討が進
んでいる市町村にお
いては、「緑の保全創
出」「自然・文化の再
生等」に取り組んでい
くとする回答が多くみ
られた。 

 
【考察】 
・「新・沖縄２１世紀ビジ
ョン基本計画」に示さ
れる新たな視点にお
いては、跡地利用に
限らず対応していくべ
き事項であるが、跡地
利用については、面
的な展開による象徴
的な取組が可能であ
ることを活かした積極
的な取組が求められ
る。 
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３）広域構想の基本方針 

■広域交通インフラの整備基本方針 

 

 

駐留軍用地 
市町村 

①キャンプ桑江南
側地区 

②陸軍貯油施設第
１桑江タンク・ファ
ーム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 

現況の課題・考察 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･コリ
ドー等 

3)施設技術部地区内
の倉庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅
地区 

5)喜舎場住宅地区の
一部 

北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

周
辺
地
域
と
の
関
係
を
踏
ま
え
た
道
路
整
備
等 

関
係
市
町
村
ヒ
ア
リ
ン
グ 

・都市圏及び地域間の
一体性を高める道路
ネットワークの形成に
ついて以下を検討。 
●内環状道路：地区

内の連携・交流と
活力を育む道路ネ
ットワーク 

●外環状道路：地区
へのアクセス性を
高めるとともに通過
交通を抑制し地区
内の人中心の交通
体系を形成 

・隣接するキャンプ桑
江（北側地区）及びキ
ャンプ桑江（南側地
区）との連携につい
て、周辺地区のまちづ
くりと分断が生じない
よう留意しながら検
討。 

・幹線道路は計画して
いない。 

- 【北谷町】 
・共同使用道路が壁に
なる可能性が高い。
宜野湾市側の北側と
連携する必要がある。 

【宜野湾市】 
・地区内の道路配置へ
の落とし込みを検討
する必要がある。 

・当地区と既成市街地
を連絡する主要道路
等や区画道路の具体
化に際し、地権者から
の要望として「減歩率
の緩和」が挙げられた
ことから、白比川の管
理用通路（県管理）を
共有化し公共減歩の
緩和を目指している。 

【沖縄市・北中城村】 
・現時点では、検討して
いない。 

【沖縄市】 
・公共交通等の具体的
な内容は次年度以降
の委託業務の中で検
討を進めていきたいと
考えている。 

・交通結節点の構想と
して、胡屋十字路での
バスタ整備事業が検
討されている。 

・跡地利用で位置づけ
た交通結節点との関
係の整理は必要であ
り、関係部署と連携
し、必要に応じ構想の
中に盛り込んでいきた
い。 

・宜野湾北中城線の一
部拡幅も合わせて検
討するとなると返還が
伸びる可能性があると
沖縄防衛局より話を
頂いている。 

・地権者からは北中城
村ICと近接しているが
需要があるのかといっ
た意見は挙がった。 

・「宜野湾横断道路」に
ついては、主要幹線道
路の交通機能を備え
た道路構造と跡地内
を東西に横断するル
ートで導入することを
想定。今後、道路の規
格、構造、ルート、緑
化等に関する計画や
土地利用と連携した
沿道まちづくりに関す
る計画に反映。 

・ 東 西 の 「 浦 添 都 市
軸」、南北の「地区幹
線」については必要不
可欠であり、国道58
号など周辺の状況を
踏まえ、必要なネット
ワークを検討。 

・地区内の地形の高低
差を踏まえた軸の設
定が必要。 

・現時点では、検討して
いない。 

【現況の課題】 
・既存道路ネットワーク
との接続に配慮した
道路構造・配置等の
検討が進められてい
る跡地がある一方で、
道路計画の検討に着
手できていない跡地も
ある。 

 
【考察】 
・連担する跡地におい
ては、相互の道路接
続が想定されるため、
各跡地で目指す導入
機能や連結位置等に
ついて、情報共有や
意見交換を実施する
ことが望ましい。 

沖
縄
鉄
軌
道
の
計
画
を
踏
ま
え
た
導
入
機
能
や
公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
等 

関
係
市
町
村
ヒ
ア
リ
ン
グ 

・当地区は国道58号に
近接し、将来、複数の
公共交通を選択する
ことが期待されるた
め、詳細な検討を行
っていく予定。 

・パークアンドライドを目
的の一つとした駐車
場も予定。将来、この
駐車場付近に鉄軌道
の駅が設置されること
に期待を寄せている。 

・新たな公共交通体系
（LRT等）の形成と利
用促進に向けて、交
通結節点としてパーク
アンドライドの駐車場
用地を確保。 

- - 【北谷町】 
・当地区は国道58号に
近接し、将来、複数の
公共交通を選択する
ことが期待されるた
め、詳細な検討を行
っていく予定。 

・一部の地権者は大き
く期待しているが、町
は鉄軌道との連携は
難しいと認識。 

【宜野湾市】 
・交通結節点構築には
鉄軌道が重要な要
素。パーソナルモビリ
ティやフィーダー交通
のあり方を今後検討し
たい。 

- 【沖縄市】 
・公共交通等の具体的
な内容は次年度以降
の委託業務の中で検
討を進めていきたいと
考えている。 

・交通結節点の構想と
して、胡屋十字路が
あり、バスタ整備事業
が検討されている。 

・跡地で位置づけた交
通結節点との関係の
整理は必要で、関係
部署と連携を図り、必
要に応じて構想の中
に案として盛り込んで
いきたい。 

【北中城村】 
・国道330号と環状線
を要とした道路線形を
検討している。柔軟に
まちづくりを行いたい
が、既存の交差点に
接続させる形にならざ
るをえず、それがコント
ロールポイントとなる。 

- ・鉄軌道及び駅の配置
については、国及び県
の沖縄鉄軌道の計画
等を踏まえ、跡地中
央部を通るルートを想
定。 

・跡地及び西海岸地
域、西普天間住宅地
区跡地間を結ぶ移動
手段として公共交通
網の整備を想定。鉄
軌道を含む公共交通
軸を補完するフィーダ
ー交通に関する計画
に反映。 

・具体的な検討はまだ
行っていない。 

・現時点では、検討して
いない 

【現況の課題】 
・公共交通の導入検討
は、県上位計画にお
ける基幹バス路線等
や鉄軌道に関する検
討成果を基に一部の
跡地において検討さ
れている。 

【考察】 
・将来的な跡地及び周
辺市街地における交
通需要を見据え、公
共交通利用の取り込
みを見据えた公共交
通の位置付けや取組
み（基幹バス、フィー
ダー交通、乗換方法 
他）について検討する
ことが望ましい。 
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駐留軍用地 
市町村 

①キャンプ桑江南
側地区 

②陸軍貯油施設第
１桑江タンク・ファ
ーム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 

現況の課題・考察 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･コリ
ドー等 

3)施設技術部地区内
の倉庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅
地区 

5)喜舎場住宅地区の
一部 

北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

そ
の
他 

関
係
市
町
村
ヒ
ア
リ
ン
グ 

- ・歩行者ネットワークに
関する検討につい
て、具体的な検討は
行っていない。 

- - - - ・喜舎場スマートICの
機能強化について、
返還区域の変更が
できなかった場合の
跡地利用も並行して
検討する必要があ
り、マスタープランで
示されている返還区
域内でのフルインタ
ー化が可能か、ま
た、フル化が難しか
った場合は、ハーフ
インター化など、現
在より機能強化をす
る こ と が 可 能 か 検
討。 

・並松街道について
は、旧集落等とあわ
せて、文化及び景観
を継承するものとし
て、周辺市街地も含
めて並松街道の全
体像が見える空間
づくりを推進。｢普天
満宮参詣道｣として
の史跡指定や首里
城公園との連携も視
野に入れつつ、跡地
における整備手法や
跡地と普天満宮とを
結ぶ区間等の周辺
市街地における空間
づくりの方向等につ
いて検討を行い、関
連する計画に反映。 

・道路としての動線の
みでなく、建物を活
用した歩行者動線に
ついても検討。 

（例：横浜みなとみら
い21） 

・市は自転車歩行者
ネットワークの取組み
無し 

・道路用地は減歩負
担につながる。大街
区化して高架で歩行
者ネットワークを構築
するアイデアはある。
（みなとみらい） 

- 【現況の課題】 
・跡地内部における歩
行者ネットワークに関
する具体的な検討
はほとんど実施され
ていない。 

【考察】 
・具体的な導入機能
や配置が決まらない
中での歩行者ネット
ワークの検討着手が
難しい状況が想定さ
れる。一方で、将来
的な自動車偏重の
交通環境の改善を
意識した場合、主要
な乗換位置や跡地
でのアクセス位置を
想定した歩行者ネッ
トワークの検討も着
手することが望まし
い。 
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■広域的公園・緑地の整備基本方針 

駐留軍用地 
市町村 

①キャンプ桑江南
側地区 

②陸軍貯油施設第
１桑江タンク・ファ
ーム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 

現況の課題・考察 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･コリ
ドー等 

3)施設技術部地区内
の倉庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅
地区 

5)喜舎場住宅地区の
一部 

北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

広
域
構
想
に
示
さ
れ
る
公
園
・緑
地
面
積
の
確
保
等
に
つ
い
て 

関
係
市
町
村
ヒ
ア
リ
ン
グ 

・開発ができない急斜
面地が存在し、更に
は先行取得で取得し
た傾斜地を含めると
かなりの緑地面積が
あるが、地区面積の
20％を超えることは難
しい状況。 

・地区内で60％程度確
保する事となっている
が 、 地 区 の 大 部 分
は、傾斜地に緑が広
がっており、開発エリ
アは限られることが想
定されるため、可能と
考えられる。 

・先行取得も想定にあ
るが、その実施時期に
ついて具体の計画は
ない。 

- 【北谷町】 
・地区全体が平坦、残
存する緑地が無いこと
を踏まえると地区面
積20％の公園・緑地
の面積確保は容易で
はない。 

【宜野湾市】 
・西普天間地区にまと
まった緑地がある中
で、本地区にも緑地を
設けるのは説明が難し
い。 

・隣接する丘陵地（約
6ha）は国史跡の「北
谷城跡」として保全し
ていくことから20％以
上の公園・緑地の確
保は可能。 

【沖縄市・北中城村】 
・沖縄市の買取目標面
積(21,700㎡)のうち、
45％（9,728㎡）を達
成、R４年度も新たに
1,551㎡を取得予定。 

・北中城村の買取目標
面積（11,000㎡)のう
ち、96％(10,575㎡）
を達成、R4年度は新
たに222㎡を取得。以
降も残り面積の取得
に向け先行取得を予
定。 

【沖縄市】 
・北側が斜面、緑地帯
になっていることから、
その辺りを公園・緑地
とすることで達成可能
であると考えている。 

【北中城村】 
・跡地利用のゾーニン
グによるが、緑地として
残さざるを得ない場所
は存在する為、バラン
スをとったゾーニング
を検討していきたいと
考えている。今後、動
植物の調査等を実施
する中で保護、保全が
必要な場所がでてくる
可能性もある。 

・現時点では、検討して
いない。 

・跡地利用におけるま
ちづくりを牽引する区
域を大規模公園エリ
アと位置づけ、大規模
公園と都市的土地利
用が融合したまちづく
りを国家プロジェクトと
して推進。 

・先行取得や公共減歩
により達成可能の見
込。ただし、地区全体
に本当に必要な面積
について再度検討し
ていきたい。 

・民地活用など公共用
地で20％以上の緑地
が必要かの議論が必
要。 

・現時点では、検討して
いない。 

【現況の課題】 
・残存緑地及び斜面緑
地を有する地区では
公園・緑地の目標を
達成することが可能
な見込みとなっている
一方で、残存緑地が
少ない及び都市的土
地利用が可能な地区
では目標達成が困難
と考えられている。 

 
【考察】 
・整備の基本方針に定
める数値目標（地区
面積の20％以上等）
について、設定の根
拠を改めて整理した
上で各跡地利用担当
者と協議する必要が
あると考える。 

・目標とする緑地面積
の確保が跡地利用の
前提となっていない
（結果的に達成・未達
成）と考えられるため、
目標とする緑地面積
の根拠整理に加え、
公園・緑地を確保する
ことの重要性を共有す
る必要があると考え
る。 

地
主
会
等
ヒ
ア
リ
ン
グ

内
容 

・先行取得は行ってい
るので緑地の必要性
は周知されていると思
う。 

・地区の20％以上の確
保を理解していない
地主も一部いる可能
性はある。 

- - 【北谷町】 
・今後は周知に取り組
む必要がある。 

- ・結果的に緑地面積は
地区面積の20％程
度になると考える。 

・緑地の確保について
は、住宅地の中に空
地やスポットとしての緑
地創出は考えられる。 

- - ・「歩いて楽しい」街にし
たいという考え。 

・緑も余暇や癒しとして
必要と認識。 

-  
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駐留軍用地 
市町村 

①キャンプ桑江南
側地区 

②陸軍貯油施設第
１桑江タンク・ファ
ーム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 

現況の課題・考察 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･コリ
ドー等 

3)施設技術部地区内
の倉庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅
地区 

5)喜舎場住宅地区の
一部 

北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

・上
記
の
達
成
に
向
け
た
方
策
や
、
達
成
困
難
な
理
由 

関
係
市
町
村
ヒ
ア
リ
ン
グ 

・達成困難な理由とし
て、財政的問題、売
却希望者の減少。 

 

- - 【北谷町】 
・少しでも緑地面積を
確保するために先行
取得事業を検討。 

【宜野湾市】 
・現地調査ができない
為、どこまで公園緑地
を取得すべきか検討
中。 

- 【沖縄市】 
・地権者への売却の判
断材料等になりえる
情報発信に力を入れ
ている。 

・情報発信の手法とし
て、案内文の送付、
地権者会での場情報
発信、勉強会の参加
役員に地権者の知り
合いがいる場合は声
かけをお願いする等
市しながら情報発信
を行っている。 

・借地料の金額差異や
相続関係、抵当権が
ある為売買ができな
かった等の話が挙が
っている。 

【北中城村】 
・沖縄市と比べ北中城
村の買取の達成率が
高い理由としては、法
面と緑地が多いことが
考えられる。 

- - ・確保するための緑地
では地権者負担につ
ながる。 

・公園緑地の機能は民
地でも創出可能では
ないか。 

- 【現況の課題】 
・先行取得事業を行う
にあたり財政的な課
題がある。 

・土地売却希望者の数
が減少している。 

・返還時期が不透明な
中、現時点で売却す
ることの金銭的なメリ
ットを明確に説明でき
ない。 

 
【考察】 
・先行取得事業による
税制上の特別措置の
内容等、現時点で土
地を売却することでの
メリットを周知する。 

・既往の手法以外に緑
地を確保する手段や
制度の検討が必要で
あると考えられる。 

・緑
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
に
向
け
た
取
組
み 

関
係
市
町
村
ヒ
ア
リ
ン
グ 

・中南部都市圏全体
の斜面緑地の連続
性や北谷城跡、伊
礼原遺跡をはじめと
した文化資源との一
体性を確保すること
に配慮し、自然力を
保全。 

・現時点において、具
体的な検討は行っ
ていない。 

- 【北谷町】 
・現時点において、具
体的な検討は行っ
ていない。 

【宜野湾市】 
・市の緑の基本計画
を踏まえ連携。北谷
町とは緑の調整等は
行っていない（機能
導入と道路の調整
が中心）。 

・現時点において、具
体的な検討は行っ
ていない。 

【沖縄市・北中城村】 
・現時点では検討して
いない。 

・昨年度までの業務
で、本地区の課題に
ついて整理し、本年
度の業務で、この課
題解決に向けて取り
組んでいるところとな
る た め 、 現 時 点 で
は、検討していない。 

・大規模公園エリアに
て、地下水涵養に寄
与・空間利用を図る
ためネットワーク状に
緑地を配置、また平
和希求のシンボルと
なる拠点空間整備
を推進するとともに、
周辺市街地の利用
も考慮した広域防災
機能にも考慮する。 

・西海岸開発との一
体性は検討して行き
たい。 

・自然林が残っている
箇所を緑の拠点の
一つとして活用した
い。 

・現時点では、検討し
ていない。 

【現況の課題】 
・緑のネットワークに関
する具体的な検討
はほとんど実施され
ていない。 

 
【考察】 
・具体的な導入機能
や配置が決まらない
中での緑のネットワ
ークの検討着手が
難しい状況が想定さ
れる。 

・一方、広域緑地計
画や市町村緑の基
本計画との整合を図
り、ネットワークに向
けた公園・緑地の配
置方針や生物多様
性や防災機能を担う
グリーンインフラの整
備方針について検
討を行うことが望ま
れる。 
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■跡地振興拠点の形成方針 

駐留軍用地 
市町村 

①キャンプ桑江南
側地区 

②陸軍貯油施設第
１桑江タンク・ファ
ーム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 

現況の課題・考察 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･コリ
ドー等 

3)施設技術部地区内
の倉庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅
地区 

5)喜舎場住宅地区の
一部 

北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

「広
域
構
想
」に
示
さ
れ
る
産
業
振
興
に
関
す
る
跡
地
利
用
で
の
検
討
に
つ
い
て 

関
係
市
町
村
ヒ
ア
リ
ン
グ 

・具体的な検討は行
ってない。 

・具体的な検討は行
ってない。 

- ・具体的な検討は行
ってない。 

・具体的な検討は行
ってない。 

【沖縄市・北中城村】 
・現時点では検討して
いない。 

・現時点では検討して
いない。 

・｢リゾートコンベンショ
ン産業｣、｢医療・生
命科学産業｣、「環
境・エネルギー産業」
等を候補として県内
外からの機能誘致の
促進や産業等の創
出に向けた受け皿を
整備。 

・企業誘致は必要だと
考えているが、具体
にどの分野の企業を
誘致するかは今後の
課題。 

・現時点では検討して
いない。 

【現況の課題】 
・跡地利用が進んで
いない中、現時点で
産業振興に関する
検討が出来る状態
ではない。 

・返還時期が不確定
な状態では、企業側
のニーズ把握が難し
い。 

・市町村としては産業
振興に関する役割
分担を意識している
が、地権者にはまだ
理解を得られていな
い。 

 
【考察】 
・適切なタイミングで
の企業ニーズの把
握を行うことが必要
となる。 

・「広域構想」における
各駐留軍用地の跡
地利用の役割分担
について、地権者に
も理解を深めていく
必要がある。 

「広
域
構
想
」に
示
さ
れ
る
機
能
展
開
に
関
す
る
跡
地
利
用
で
の
検
討
に
つ
い
て 

関
係
市
町
村
ヒ
ア
リ
ン
グ 

・グローバル化に対応
できる人材を育成す
るための環境整備の
推進。 

・現時点では検討して
いない。 

- 【北谷町】 
・現時点では検討して
いない。 

【宜野湾市】 
・先端情報通信や医
療生命産業が考えら
れる。既存のITインキ
ュベーション機能は
意識したい。 

・現時点では検討して
いない。 

【沖縄市・北中城村】 
・現時点では検討して
いない。 

・現時点では検討して
いない。 

・国際協力・貢献機
能については、新た
な国際ビジネス拠点
の形成を目標として
導入。 

・産業支援機能、研
究開発機能、専門
人材育成機能につ
いては、西普天間住
宅地区跡地と連携し
た学術研究拠点の
形成を目標に導入。 

・広域防災機能につ
いては、大規模公園
エリアに広域防災活
動拠点としての機能
を備えた計画づくりを
推進。 

・現時点では検討して
いない。 

・現時点では検討して
いない。 

【現況の課題】 
・跡地利用が進んで
いない中で、機能展
開に関する検討がで
きる状態ではない。 

 
【考察】 
・「広域構想」における
各駐留軍用地の機
能展開の役割分担
について、地権者に
も理解を深めていく
必要がある。 
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■土地利用の基本方針 

駐留軍用地 
市町村 

①キャンプ桑江南
側地区 

②陸軍貯油施設第
１桑江タンク・ファ
ーム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 

現況の課題・考察 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･コリ
ドー等 

3)施設技術部地区内
の倉庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅
地区 

5)喜舎場住宅地区の
一部 

北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

土
地
利
用
に
お
け
る
各
区
分
の
規
模
や
優
先
順
位
、
考
え
方
等
に
つ
い
て 

関
係
市
町
村
ヒ
ア
リ
ン
グ 

・まちづくりのテーマで
ある「美しい自然に
囲まれ、洗練された
都市の空間の中で
人びとが安全に安心
して住み、学び、働
き、集い地域の再生
が未来と世界につな
がるまち」を踏まえ、
人・もの・ことが集ま
ったコンパクトなまち
づくりを目指す。 

・各区分の優先順位
は想定しているが、
規模については具体
的な検討は行ってい
ない。 

- 【北谷町】 
・ 規 模 や 優 先 順 位
は、地権者と調整し
つつ今後検討予定。 

【宜野湾市】 
・経済発展を掲げてい
るが、地権者意向、
民間ニーズを踏まえ
て検討したい。市とし
て誘致したい企業も
今後検討予定。 

・地権者の約8割が
「貸したい、売りたい」
の意向が示されたこ
とや当地区への進
出を希望する企業
の出現などから、商
業・業務地を第一と
したまちづく りを検
討。 

【沖縄市・北中城村】 
・現時点では検討して
いない。 

・現時点では検討して
いない。 

・活用すべき自然・歴
史特性を「公園・緑
地」として確保するこ
とを最優先とする。緑
地空間構成の考え
方を踏まえ、土地利
用及び交通網の配
置の考え方をとりまと
める。 

・宅地の共同利用を
見据えた大街区の
設定を検討。 

・現時点での方針は
無い。 

【現況の課題】 
・土地利用の意向に
ついてはバラつきが
あるものの、公園・緑
地、住宅地、商業・
業務用地が優先す
る区分として挙げら
れた。 

・各区分の規模につ
いて検討している市
町村はみられなかっ
た。 

・地権者と調整しつつ
検討を進めたいとい
う回答もみられた。 

 
【考察】 
・広域的観点からの
土地利用の優先順
位について改めて認
識を共有したうえで、
各駐留軍用地の特
性を活かした土地利
用について検討する
のが望ましい。 

「広
域
構
想
」
の
跡
地
振
興
拠
点
地
区
に
つ
い
て
参
考
に
し
た
点
に
つ
い
て 

関
係
市
町
村
ヒ
ア
リ
ン
グ 

・専門人材育成機能
の立地に向けて検
討を進めているが、
具体的な土地の確
保については、現在
のところ定まっていな
い。 

・現時点では検討して
いない。 

- ・現時点では検討して
いない。 

・現時点では検討して
いない。 

【沖縄市・北中城村】 
・現時点では検討して
いない。 

・現時点では検討して
いない。 

・自立経済の構築等
に向けて、広大な空
間における優れた環
境づくりやまとまりある
用地供給の可能性
を活かして、アジアの
ダイナミズムを取り込
み、県内外からの新
たな機能の導入に向
けた基幹産業等の集
積拠点や新たな振
興拠点にふさわしい
受け皿を整備する。 

・住宅はR2アンケート
より戸建て住宅用地
を想定。 

・商業は幹線道路沿
道での配置見込（大
規模商業の競合は
しない）。 

・産業も商業も含めた
大街区化を目指し、
住宅以外の土地では
収益が挙げられる土
地としたい。 

・現時点では検討して
いない。 

【現況の課題】 
・ほとんどの市町村に
おいて、現時点で跡
地振興拠点に関す
る検討をしていない
という回答となった。 

 
【考察】 
・各駐留軍用地の跡
地利用における役割
分担について意識し
つつ、各市町村で継
続して意見交換を行
いながら跡地振興拠
点地区について検
討 す るの が 望 ま し
い。 

地
主
会
等
ヒ
ア
リ
ン
グ 

・普天間飛行場や牧
港補給地区などと競
合しない取り組みが
必要ということは地
権者も 認識 してい
る。 

- - - - - - - - - 
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■その他 

駐留軍用地 
市町村 

①キャンプ桑江南
側地区 

②陸軍貯油施設第
１桑江タンク・ファ
ーム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 

現況の課題・考察 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･コリ
ドー等 

3)施設技術部地区内
の倉庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅
地区 

5)喜舎場住宅地区の
一部 

北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

跡
地
利
用
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
県
土
・跡
地
利
用
対
策
課
以
外
の
他
部
署
・他
部
局
と

調
整
し
た
事
項
等
に
つ
い
て 

関
係
市
町
村
ヒ
ア
リ
ン
グ 

- - - - - 【沖縄市・北中城村】 
・沖縄県道路街路課と
沖縄環状線のライカ
ム交差点改良工事の
可能性、幹線道路の
配 置 案 に つ い て 調
整。 

・沖縄県都市・モノレー
ル課と土地区画整理
事業区域、組合施行
による土地区画整理
事業を認可申請等の
手続き、広域都市計
画の観点からの沖縄
県の見解、前倒し組
合について調整。 

・返還までの期間、緑
地公園として日米で
共同使用することにつ
いて、移設整備課、
返還対策課と緑地公
園の整備や管理、整
備前の不発弾調査等
の実施、埋蔵文化財
調査や、地区界測量
等に伴う返還前の立
ち入り調査の可能性
について調整。 

・沖縄県道路街路課と
返還予定区域内での
インターチェンジ設置
の可能性について、現
状説明と意見交換。 

- - ・沖縄県企業立地推進
課と国際物流拠点集
積地域（那覇地区）に
ついて調整。 

【現況】 
・沖縄県道路街路課、
都市・モノレール課と
調整を図っているとの
回答が多くみられた。 

・他、環境政策課や下
水道課、中部土木事
務所等、駐留軍用地
毎の特性や取組み段
階によって様々な部
署・部局との調整がみ
られる。 
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駐留軍用地 
市町村 

①キャンプ桑江南
側地区 

②陸軍貯油施設第
１桑江タンク・ファ
ーム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 

現況の課題・考察 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･コリ
ドー等 

3)施設技術部地区内
の倉庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅
地区 

5)喜舎場住宅地区の
一部 

北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

地
主
会
等
ヒ
ア
リ
ン
グ 

- - - 【北谷町】 
・普天間川の扱いにつ
いて中部土木事務所
（維持管理班）と調
整。 

・鉄塔は宜野湾市と連
携して取組んでいく。 

【宜野湾市】 
・鉄塔地中化に関して
関連する方面に声掛
けしている。 

・沖縄県の河川都市班
（白比川改修事業）と
下水道課（汚水ポン
プ所移設）、中部土木
事務所の維持管理班
（河川管理用通路の
使用）と建築班、計画
調査班（がけ地対策
等）と調整している。 

・文化財については特
に行っていない。 

・北谷城跡は町が管理
予定だが、委託等は
今後検討予定。区画
整理とは別に文化庁
補 助 に よ る 購 入 予
定。 

【沖縄市】 
・沖縄県道路管理課、
県警とも事前協議を
行っている。 

【北中城村】 
・返還までの間、緑地
公園として日米での
共同使用が決まって
はいるが、目途は見え
ていない。沖縄防衛
局はR6.3には共同使
用したいと考えてお
り、米側と手続きを進
めている。 

・共同使用期間中の管
理は沖縄防衛局で行
い、返還後に支障除
去を行う為、大規模
な施設等 は設 置せ
ず、広場や簡易的な
休憩スペースを設け
る程度。 

・沖縄防衛局には、跡
地利用のゾーニング
が決まった段階での
支障除去の実施を打
診している。 

・フルインター化に向け
て、沖縄県道路街路
課との調整を密に行
っている。 

・沖縄アリーナの駐車
場不足等の現況を踏
まえ、検討を図る必要
があることを認識して
いる。 

・環境アセスメントの実
施に関して環境政策
課と連携している。 

・今後、土地区画整理
事業に向けて都市モ
ノレール課との連携が
想定される。 

・都市計画・モノレール
課や中部土木事務所
などと資料（交通セン
サス）提供等の調整
を実施。 

・県企業立地推進課か
らの問合せがあるが、
跡地利用に関連の連
絡窓口の一元化を希
望する。 

・今後、跡地利用に関
する検討組織組成時
には、県の参画を希
望する。 

・跡地利用促進法の改
正に係る県から国に
提示した資料の共有
を希望する。 
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３．跡地利用に向けた課題整理 

嘉手納より南の駐留軍用地について、これまでの関係市町村担当者会議等の結果や関

係市町村ヒアリングを踏まえ、跡地利用に関する意見・課題等について、(1)地区固有

の課題、(2)跡地利用に係る共通の課題、(3)広域的な課題に分類し整理した。 

また、関係市町村で情報共有を図るため、(4)課題に対する事例紹介として、共通の

課題である普天間飛行場の立入申請についての取組状況、高圧鉄塔問題について整理し

た。 

 

(1)地区固有の課題 
地形や返還区域の制約等の跡地利用に影響を及ぼす個別の

課題を整理 

(2)跡地利用に係る共通の課題 
立入り調査の実施、先行取得、緑地の確保等の跡地利用に

おける共通の課題を整理 

(3)広域的な課題 
広域インフラや周辺市街地の連携等の各市町村の連携、協

議及び調整を要する課題を整理 
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（1）地区固有の課題 

 

 

 

 

駐留軍用地 
①キャンプ桑江南側

地区 

②陸軍貯油施設第１
桑江タンク・ファー
ム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･コリド
ー等 

3)施設技術部地区内の
倉庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅
地区 

5)喜舎場住宅地区の一
部 

市町村 北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

跡地利用計画の

進捗状況 

（市町村の取組

状況） 

・R2.3まちづくり基本
計画（改定版）の策
定。 

・H25年度 開発手法の
検討。 

・R3年度 跡地利用方針
案の検討。 

・H27.7跡地利用計画策
定。 

・H30.4跡地利用計画変
更。 

・H31.2土地区画整理事
業認可。 

・R2.3跡地利用基本方
針の策定（宜野湾
市）。 

・R3年度 跡地利用基本
構想の策定（宜野湾
市）。 

・R3年度 跡地利用方針
案の検討(北谷町)。 

・H31.3基本構想策定。 
・R2.3平坦地部分の基
本計画策定。 

・R3年度 平坦地部分の
整備計画策定。 

・R4.4 土地区画整理事
業発起人会結成。 

・H22-23年度 土地利用
計画素案（4案）作
成。 

・H30.3喜舎場スマート
ICのフルインターチ
ェンジ概略図作成。 

・H25.3全体計画の中間
取りまとめ策定。 

・H25年度 行程計画作
成。 

・R3年度 全体計画の中
間取りまとめ(第2
回)(委員会案)作成。 

・H25.3跡地利用基本計
画を策定。 

・R3年度から『牧港補
給地区跡地利用計
画』の策定に着手。
R5年度末に完成予
定。 

・H29.3跡地利用計画策
定手順書(原案)策
定。 

地
区
固
有
の
課
題 

跡地利用計

画関連 

（所在、地形

等含む） 

- ・基地内に所在するタ
ンク２基が原状回復
で撤去された場合、
地形が大幅に変わる
可能性があり跡地利
用計画に影響が出
る。 

・タンクの原状回復の
手法や原状回復後の
地形等について、防
衛局に照会したとこ
ろ提示できないとの
ことで現時点の想定
は難しい。 

・傾斜地なので桑江南
側地区と一緒に区画
整理を行いたい。単
独での実施は厳しい
と 思 わ れ る ( 地 主
会)。 

・周辺地区のまちづく
りと分断が生じない
よう留意しながら検
討。 

・インダストリアル・
コリドー地区が返還
されるまで暫定で共
同使用する市道喜友
名23号の早期開通。 

 

・隣接する西普天間住
宅地区と、道路計画
や土地利用計画等に
ついて整合を図る必
要がある(北谷町)。 

・西普天間住宅地区へ
のアクセス道路の設
置により北谷町側で
残地の発生が想定さ
れる。 

→行政界付近での道路
配置等について連携
が必要(宜野湾市)。 

・返還範囲が細長く、
特に北谷町側では、
国道58号の沿道利用
に適正な規模（奥
行）の街区を確保す
ることが困難(北谷
町)。 

・共同使用道路が壁に
なる可能性が高い。
宜野湾市側の北側と
連携する必要がある
(北谷町)。 

・進出希望事業者の選
定及び条件等の調
整。 

・白比川へ町道橋を架
設する場合は河川管
理者との事前協議が
必要。 

→道路や河川の拡幅を
行う場合は費用負担
発生。 

・R4.4には、組合土地
区画整理事業発起人
会が結成され、個々
の土地利用意向を踏
まえながら詳細な事
業計画を決めていく
予定。 

・汚染土壌の確認方
法。 

・地権者意向も踏ま
え、跡地利用計画
（素案）の見直しが
必要。 

・事業の際の地下水の
取り扱い(地主会)。 

・都市計画区域を跨い
でいるため、都市計
画に係る手続き等で
課題が生じると考え
られる(北中城村)。 

・日米合同委員会が作
成したキャンプ瑞慶
覧マスタープランに
おいて、区域内の道
路が返還予定区域に
含まれていない。 

→跡地利用の制約とな
る可能性がある（沖
縄市）。 

・起伏が激しい。 
（造成費が嵩む、緑地
とせざるを得ない箇
所が多い。） 

→土地区画整理事業の
減歩率が高くなるこ
とが懸念される。 

・計画（フルインター
チェンジ化）範囲と
返還区域が異なる。 

・返還区域の変更がで
きなかった場合、跡
地利用の再検討が必
要。 

・インター残地部分の
整備手法（土地が狭
く土地区画整理事業
が成り立たない）。 

・H25の日米共同発表で
は「返還条件が満た
され、返還のための
必要な手続の完了
後、2022年度又はそ
の後に返還可能。」
とされているが、返
還の見通しが立って
いないため、先行取
得や土地利用計画策
定に向けて見通しが
示せない状況。 

・跡地利用と西海岸地
域の一体的な開発
（連携や機能の住み
分けの検討）。 

・H24年度の跡地利用基
本計画策定後、周辺
状況が大きく変化。 

→跡地利用計画の更新
が必要。 

・跡地利用推進にあた
っては施行者をどう
するかが大きな課
題。返還区域が広大
（274ha）であり、跡
地利用事業に係る資
金や人材の不足に対
する懸念を踏まえ、
事業実施主体の検討
が必要。 

・地区内の地形の高低
差を踏まえた軸の設
定が必要。 

・跡地利用計画策定手
順書（原案）策定以
降の跡地利用計画策
定に遅れが生じてい
る。 

→第５次那覇市総合計
画に位置づけた取り
組みの活動状況をみ
る指標は、「那覇軍
港跡地利用計画の策
定（2027年度）」と
なっているが、現在
の関係者調整の進捗
等を踏まえると「那
覇軍港跡地利用計画
（案）」となる可能
性がある 

返還時期 ・返還時期が定まって
おらず跡地計画が立
てにくい。 

・2025年又はその後の
返還予定だが、国へ
確認するも明確な回
答なし。 

・普天間飛行場の移設
が返還条件となって
いるため、返還の見
通しがたたない。 

・H27.3.31返還。 
・H30.3.31引渡し。 

・返還時期が異なるこ
とによる暫定整備や
暫定利用のあり方。 

・R2.3.31返還。 ・返還までの間、緑地
公園として日米での
共同使用で合意。
R6.3供用開始に向け
て調整中。 

・R6年度またはそれ以
降。 

・宜野湾北中城線の一
部拡幅も合わせて検
討するとなると返還
時期が伸びる可能性
がある。 

・移設先で軟弱地盤に
係る設計変更等が発
生（防衛省は工事等
の工程について設計
変更後の工事着手か
ら約12年と試算）。 

→返還まで時間を要す
る。 

・統合計画の返還時期
に１年のズレがあ
る。 

→一括返還を求めてい
る。分割返還の場合
でも支障除去期間内
の一括引渡しを求め
たい。 

- 
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駐留軍用地 
①キャンプ桑江南側

地区 

②陸軍貯油施設第１
桑江タンク・ファー
ム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･コリド
ー等 

3)施設技術部地区内の
倉庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅
地区 

5)喜舎場住宅地区の一
部 

市町村 北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

地
区
固
有
の
課
題 

（続
き
） 

文化財 ・返還前の立入調査
（文化財の有無確認
調査）。 

・跡地利用計画への文
化財の落し込み。 

・伊礼原遺跡の一部が
地区内に含まれてお
り、保全が必要。 

・返還前の立入調査
（文化財の有無確認
調査）。 

・跡地利用計画への文
化財の落し込み。 

・支障除去期間中の調
査範囲をハウジング
エリアに限定して実
施 (H29.12 迄 に 完
了)。 

・調査対象外にある保
全すべき文化財(湧水
群、古墳群)は公園、
緑地として保全する
方針。 

・立入り調査の実績は
なく、既往の文献や
写真等を収集してい
るのみ(宜野湾市)。 

・昔から交通の要衝で
あり、重要な埋蔵文
化財等が残っている
可能性がある。 

→埋蔵文化財調査の体
制強化が必要（北谷
町）。 

・埋蔵文化財調査の体
制強化が必要(宜野湾
市)。 

・埋蔵文化財の調査は
時間を要するもので
あり、現時点で予備
調査さえできていな
い中で跡地利用計画
に反映できるように
重要度を判断するこ
とは困難。文化財の
保全や利活用につい
て充分に跡地利用計
画に反映できるよ
う、関係機関との協
議を早い段階から進
めていくことが必要
(宜野湾市）。 

・埋蔵文化財調査の実
施時期は未検討（北
谷町）。 

・「北谷城」を含め、
埋蔵文化財包蔵地が
確認されている（キ
ャンプ桑江北側地区
では、膨大な時間と
費用を要した）。 

→文化財調査の体制強
化が必要。 

※「北谷城」は国指定
史跡（R3.3.31指定）
であり、文化財調査
については文化庁補
助を活用して購入予
定。 

・跡地利用計画の前に
埋蔵文化財調査を全
域で行う必要があ
り、重要度などの検
討に時間を要する。 

・埋蔵文化財調査の実
施の中で汚染土が発
覚し調査が遅延。汚
染土壌の対応に再考
の必要がある。 

- - ・埋蔵文化財調査の体
制強化が必要。 

・過年度より事前の予
備調査を県とともに
実施しているが、調
査許可が下りたエリ
アでのみ進捗させて
いるが、全域の予備
調査を完了させるに
はまだまだ多くの時
間を要する。 

（試掘調査：約1/3完
了、確認調査：数か
所 の 遺 跡 に て 実
施。） 

・事前立入りの調査が
中断しないように進
捗させることが必
要。 

・跡地利用特措法第9条
にて国によるあっせ
んの義務化について
定められているもの
の、環境補足協定に
より立ち入り調査が
出来ていない。返還
前からの調査実施を
可能にし、また、調
整方法の制限の解除
が必要。 

- - 

合意形成 ・返還予定年度を見据
え、基本計画（改定
版）の周知及び合意
形成。 

・返還が近づかないと
本気で検討に参加し
てくれない。 

・地権者との直接の接
触はこれからの予
定。 

- ・地権者への情報提供
及び意見交換が必要
（北谷町）。 

・今年度から有志での
勉強会を開始（北谷
町地主会）。 

・地権者のモチベーシ
ョンが低い。地権者
組織の構築もこれか
らの取組み（宜野湾
市）。 

・平坦地部分で予定し
ている土地区画整理
事業の施行主体。 

→代表地権者との勉強
会、意見交換は進ん
でいるが、一般地権
者を巻き込めていな
い。地権者が一つに
なることが重要であ
ることから、課題解
決に向けて対応を模
索している。 

・これまでの経緯や内
容を把握していない
地権者もいるため、
情報発信と意識醸成
が必要。 

→R3年度より地権者組
織が発足。 

・統合計画時の範囲と
現在検討している範
囲が異なる。 

・R3年度に地権者説明
会の開催及びアンケ
ート調査の実施。 

- ・跡地利用のグランド
デザインは、地元
（地権者、市民、
市）で描きたいと考
えている。 

・2,700名を超える地権
者との合意形成。 

・跡地利用はチームま
きほ21に任されてい
る（地主会）。 

・約1,400人の地権者と
の合意形成、地権者
情報の把握（タイミ
ング、把握する内
容）。 

・地権者との合意形成
に基づいた跡地利用
計画づくりが必要。 

→R4年度は次世代の会
の開催及び地権者向
け情報誌発行。 

→市と地主会との跡地
利用に関する勉強会
はR3年度より休止
中。 
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（2）跡地利用に係る共通の課題 

駐留軍用地 
①キャンプ桑江南側

地区 

②陸軍貯油施設第１
桑江タンク・ファー
ム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･コリド
ー等 

3)施設技術部地区内の
倉庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅
地区 

5)喜舎場住宅地区の一
部 

市町村 北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

跡
地
利
用
に
係
る
共
通
の
課
題 

立入り調査 ●立入り調査なし 
・立入り調査の許可が
下りない。 

・返還後の速やかな事
業実施に向けた埋蔵
文化財調査や環境影
響評価等のスケジュ
ーリングの検討が必
要。 

※1 

【文化財】 
・H22.9立入り調査。 

(それ以降調査なし) 
【自然環境】 
・立入り調査なし。. 
 
※1 

・H27.3.31返還。 ●立入り調査なし 
 
・現在の基地利用にお
いて施設等が多数あ
り、残された自然緑
地面積が少ない。 

→仮に立入れた場合に
おいても試掘等が認
められる可能性は低
い（宜野湾市）。 

※1 ※2 
・仮に試掘調査等が認
められても、各施設
が稼働していること
や埋設管などがある
ことから、必要深度
の調査が行えない可
能性がある（宜野湾
市）。 

・R2.3.31返還。 ●立入り調査なし。 
・返還予定がR6年度以
降のため、R3.1時点
で立入り調査の予定
なし。 

●立入り調査なし。 
・立入り調査の予定な
し。 

【文化財】 
・H11～H26年 沖縄県。 
・H13～H25年 宜野湾
市。. 

・R1.7～4.3 沖縄県。 
(環境補足協定に基づく

立入り調査) 
【自然環境】 
・H15年。 
・R1.6～8 沖縄県。 
(環境補足協定に基づく

立入り調査) 
 
※1 

●立入り調査なし。 
・米軍施設（建物、ラ
イフライン等）が広
範囲に存在してお
り、機能移転前の調
査実施は困難。 

→各種調査の実施方法
が課題となる。 

※1 ※2 

●立入り調査なし。 
 

※1 

※2 

・早い段階からの立入り調査の実施が課題。 
・環境補足協定によると原則、返還日の150労働日前を超えない範囲で実施することになっており、超える場合は両国政府間で決定するが必要ある。 

緑地確保 ・地区の20%以上の公
園･緑地は現状では難
しい。 

・20％以上確保を理解
していない地主もい
る可能性(地主会)。 

・緑地を保全する場合
の財源確保。 

- ・公共用地も少ないの
で公園用地の確保
（先行取得が必要）
が課題（北谷町地主
会）。 

・西普天間地区にまと
まった緑地がある
中、本地区にも緑地
を設けるのは説明が
難しい(宜野湾市）。 

- 
 

- ・フルインターチェン
ジ化を推進している
為、現時点で緑地の
確保は検討していな
い。 

- ・民地活用など公共用
地で20％以上の緑地
が必要かの議論が必
要。 

- 

先行取得 ・緑地・公園の先行取
得は、R2年12月時点
で71％の進捗。 

→令和元年度から戸別
訪問で緑地公園の対
象者の方に先行取得
の案内。 

・公園・緑地を対象と
する先行取得の実施
が考えられるが、整
備手法によって、先
行取得の仕方が変わ
ってくる。 

・先行取得も想定にあ
るが、その実施時期
について具体の計画
はない。 

・H27.3.31返還。 
 

・現地調査ができない
為、どこまで公園緑
地を取得すべきか検
討中（宜野湾市）。 

・R2.3.31返還。 
 

・具体的な跡地利用の
計画がないことか
ら、土地を売る判断
ができないという意
見がある(沖縄市)。 

・先行取得の予定な
し。 

- ・地区全体に本当に必
要な面積について再
度検討していきた
い。 

・先行取得の予定な
し。 

環境影響

評価 

(環境アセ

スメント) 

- - ・H27.2～3 配慮書縦覧。 
・H28.1～ 2 方法書縦
覧。 

・H29.11～12 準備書縦
覧。 

・H31.1～2 (補正)評価
書縦覧。 

・事前調査未実施のた
め計画への落とし込
みが懸念される。 

・環境アセスメントの
対象外。 

（開発予定の平坦地部
分の面積約3ha） 

・緑地公園としての日
米共同利用にあた
り、環境アセスメン
トの実施の有無及び
時期等が不明確。 

- - - - 
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駐留軍用地 
①キャンプ桑江南側

地区 

②陸軍貯油施設第１
桑江タンク・ファー
ム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･コリド
ー等 

3)施設技術部地区内の
倉庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅
地区 

5)喜舎場住宅地区の一
部 

市町村 北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

跡
地
利
用
に
係
る
共
通
の
課
題 

（続
き
） 

財源 - - - - - ・補助事業が一括交付
金に統合されたため
他の事業と予算の取
り合いになっている
（北中城村）。 

- - ・跡地利用検討に向け
た資金や人材の不
足。 

・返還面積が大きいこ
とから、国庫補助の
市負担分（沖縄県内
では通常１割）を捻
出することが難し
い。 

- 

新たな視点

(個別） 

・地区独自の方向性と
して「知の拠点」の
位置付けが挙げられ
る。 

- - - - - - - ・アジアのダイナミズ
ムを取り込む臨空・
臨港都市の形成。 

・アジアのダイナミズ
ムを取り込む臨空・
臨港都市の形成。 

新たな視点

(共通) 

・実証実験の場（「広域的な課題」の『振興拠点の形成』にも関係する）。 
・レスポンシブル・ツーリズム。 
・シームレスな交通体系。 
・2050年カーボンニュートラル。 
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（3）広域的な課題 

 

＊1 各拠点とは 

①中枢都市拠点：那覇市から浦添市に至る連担市街地 

②中核都市拠点：沖縄市を中心とする市街地 

③その他の拠点：西海岸地域（観光リゾート産業）、東海岸地域（情報通信関連産業及び物流産業等）、南部地域（物流産業及び観光リゾート産業等） 

 

＊2 振興拠点地区とは 

・沖縄の自立的経済発展を担う重要なリーディング産業や機能の立地・集積を促進するため、国内及び海外からの進出を誘引するのに適した、国際競争力を持った戦略的な受け皿空間。 

・立地を誘導する産業・機能の類型（タイプ）を想定し、中南部都市圏での役割分担の方向及び各基地跡地の特性を踏まえて分担配置する。 

・立地想定産業・機能に対する効果的なインセンティブ制度（税制優遇、投資優遇等の措置）を導入する。 

・中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想（H25.1）において、各駐留軍用地跡地の跡地振興拠点地区に導入を想定する産業タイプが示されているが、その後の社会経済環境の変化により新しい産業・機能群

が輩出してきた場合にはその立地可能性を排除するものではないとしている。 

 

＊3 長期の基地使用に起因する都市問題とは 

・戦後の基地建設に係る土地接収により、接収された土地の住民が基地の周縁分に押し込められるように移住を余儀なくされたことから、基地周縁部において道路等の都市基盤が未整備のまま急激にスプロール

化が進行し、建物の更新ができず築年数の古い建築物が過密する地域が存在すること。 

 

駐留軍用地 
①キャンプ桑江南側

地区 

②陸軍貯油施設第１
桑江タンク・ファー
ム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･コリド
ー等 

3)施設技術部地区内の
倉庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅
地区 

5)喜舎場住宅地区の一
部 

市町村 北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

広
域
的
な
課
題 

個別意見 - - - ・コリドー地区に隣

接する伊佐交差点

等は、県の広域計

画において基幹バ

ス路線及び拠点と

して位置づけられ

ている。 

→県の広域計画にお

ける導入機能を踏

まえた検討が必要

となる（宜野湾

市）。 

- - - - ・今後の跡地利用が

担う産業の役割分

担だが、市町村だ

けでは広域的な視

点を持つのが難し

い。社会情勢や将

来的なまちづくり

を見据えた産業体

系について、指針

や選択肢となるも

のがあるとイメー

ジしやすい。 

- 

相互連携 

振興拠点 

・沖縄本島中南部の一体的な都市圏を構築する上で、駐留軍用地跡地利用と各拠点(*1)との相互の連携や役割等について検討が必要。 

・振興拠点地区(*2)に関する役割分担や競合回避。 

 

広域インフラ ・鉄軌道や（仮称）中部縦貫道路、（仮称）中部横断道路等の広域的な骨格となる都市基盤について、各跡地利用計画策定に支障がないよう、具体化方策の検討の推進が求められる。 

・駐留軍用地内の鉄塔及び高圧送電線の移設、地中化。 

 

周辺市街地 ・駐留軍用地跡地利用と周辺市街地整備の連携により、長期の基地使用に起因する都市問題(*3)の解決、即ち周辺市街地の再編についても、跡地利用計画策定と合わせて検討が必要。 
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（4）課題に関する事例紹介 

共通の課題の具体事例として、「返還前の立入調査」に関する事例及び「高圧鉄塔」

に関する背景や課題について、以下に整理した。 

 

1）普天間飛行場の立入申請についての取組み状況 
・「沖縄県米軍基地環境調査ガイドライン」で示された跡地利用に関する自然環境等調

査に向けて、県・宜野湾市共同で立入申請の手続きを行っている。（平成 30 年度～） 

・現在、飛行場内で立入調査を実施している沖縄県教育庁文化財課の助言を踏まえ、申

請資料の作成方針を整理。 

・県及び宜野湾市が実施した既往調査結果をもとに、調査範囲を９地区に整理（各地区

の調査優先度を設定）。 

・沖縄防衛局との調整を踏まえ、現況調査（目視調査）と本調査の２段階による調査計

画を作成。 

・現時点で、許可が得られていない。 

 

2）高圧鉄塔問題 

① 駐留軍用地内の電力供給設備構築の背景（平成 23 年の沖縄電力資料） 

・戦後、米軍払い下げの移動用小型発電機を活用した小規模な民間電気事業者が各地

に誕生したが、これら事業者の供給区域は限られており、供給時間も日没後の数時

間に過ぎなかった。他方、米軍も大容量の発電所を持っておらず、ディーゼル発電

機を利用して基地毎に自家需要を充たしているという状況だった。 

・このような中、全島系統化に向けて動き出すきっかけとなったのは、ガリオア資金

（米国の第２次大戦後の占領地域救済政府資金）による牧港火力発電所（出力 4 万

6,000kW）の建設である。同発電所の運転開始によって米軍需要が全て充たされ、

その余剰電力を民間に供給することになり、昭和 28 年、これらの電力を民間に販

売する沖縄配電、松岡配電、中央配電の３社が設立された。 

・このように沖縄の電力設備は、戦後の米軍への電力供給を目的として建設されたル

ートを基盤に増設工事がなされ、今日の設備形成に至っている。 

② 現状及び課題（平成 23 年の沖縄電力資料） 

・駐留軍用地内に建設されている電力供給設備の多くは、沖縄防衛局長から一時使用

の許可を得て権利を保全している状況である。一時使用の許可条件として、返還予

定地にある電力供給設備は「返還日までに沖縄電力負担で原状に回復すること」と

なっており、継続して使用する場合は、「返還予定地主から継続使用の同意」を得

る必要がある。 

※下線部は、一時使用許可書からは判断できない。 

・駐留軍用地返還に伴い、同許可条件に基づき、当該土地を原状に回復することとな

った場合、移設に要する費用が膨大となる。 
施設名 鉄塔数（基） 

キャンプ瑞慶覧（施設技術部地区） ２ 

キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区） １ 

キャンプ瑞慶覧（インダストリアル・コリドー地区） ７（北谷町：３、宜野湾市：４） 

普天間飛行場 ４（平成 23 年の沖縄電力資料） 

牧港補給地区 ５（平成 23 年の沖縄電力資料） 
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③ 懸念事項 

・地権者より地中化の要望があるが、継続使用に向け、自社で用地買収を進めている

可能性がある。 

 

 

 


